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第１章 通則 
 

第１条（目的） 

 この法律は，２００７年１２月８日付け勅令第ＮＳ／ＲＫＭ／１２０７／０３０号により公

布された民法（以下，この法律において「民法」という。）第１３０５条（適用期日等）第１

項に規定する同法の適用期日を定め，及び同条第２項に規定する同法の適用に関し必要な事項

を規律する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，この法律の目的を規定するものである。民法１３０５条は，１項で「この法律は，

別に法律で定める日から適用する。」と規定しており，適用期日は別に法律で定める日として

いるが，この法律は，同項にいう別の法律として，民法の適用期日を定めることを目的として

いる。このように適用期日を定める理由及び適用期日自体は，第４条のコメントを参照願いた

い。 

 次に，民法の同条２項は，「この法律の適用に関する経過措置その他この法律の適用に関し

必要な事項は，別に法律で定める。」と規定している。これは，民法自体には，確定日付や公

正証書の定義等が定められていないが，民法を実際に適用するためには，これらの定義等が必

要であるため，この法律においてこれを定めているのである。また，土地法，婚姻家族法，契

約及び契約外責任に関する政令第３８号は，民法が規定する事項について，それぞれ一部ずつ

規定しているので，新民法との調整が必要である。この法律は，このための経過措置や，民法

と抵触するこれらの法律の改正や廃止等も定めている。 

 

 

第２条（趣旨） 

 この法律は，民事の法律関係の安定を図り，民法の規定を適切に適用することをその趣旨と

する。 

 

 

第３条（適用範囲） 

 この法律は，民法の適用に関する事項に適用する。 

 

 

第４条（民法の適用期日） 

 民法は，この法律の適用の日から適用する。 

 

〈コメント〉 

 カンボジア憲法９３条１項によれば，法律は，原則として，プノンペン市においては国王に

よる審書の日から１０日後に，その他の地域においては審書の日から２０日後に施行するもの

とされている。しかしながら，民法のように広く国民一般に影響を与える法律は，その成立後，
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ある程度の周知期間を置いてから適用するのが相当である。そこで，本条は，民法１３０５条

１項に基づき，民法の適用期日をこの法律の適用期日と同日と定め，８４条によれば，この法

律は，全土において施行された日から６ヶ月の期間普及した後に適用される。 

 

 

第５条（民法適用の原則） 

（１）民法は，別段の定めのある場合を除き，第４条（民法の適用期日）に定める適用期日（以

下「適用期日」という。）前に生じた事項については適用しない。ただし，適用期日前に成立

し，適用期日以降も存続する継続的な法律関係については，適用期日以降は，民法の定めると

ころによる。 

（２）民法が適用される前にカンボジアの法令又は伝統的な規則により生じた効力については，

第５章において別段の定めのある場合を除き，適用期日後も，その効力を妨げない。 

（３）第１項及び第２項の規定は，適用期日前に生じた事項を規律すべき法令若しくは伝統的

な規則が存在しない場合又は伝統的な規則を確知することができない場合において，当該事項

について，民法の規定を衡平(equity)として適用することを妨げるものではない。 

 

〈コメント〉 

 本条は，民法を遡及適用させるのか，又は適用期日以降の事項のみに適用するのかに関して

定めている。遡及適用主義は，新法ないしは改正法の趣旨をできる限り，すべての事項に及ぼ

すことを理由とする。特に，事実上法律の存在しない現状では，遡及適用することにメリット

がある。しかし，実体法を遡及適用することは，既得権を奪うこととにもなりかねず（他方，

新権利者にとっては，非常にメリットがある。），その調整を行う必要があり，また，カンボ

ジアでは，既に土地法，制令３８号，婚姻家族法といった実体法があり，この分野では，民法

を自動的に遡及適用すると混乱が生ずるおそれがあり，その調整が必須のものとなる。既存の

利益の保護の点を考えると，すべての分野で民法を遡及適用した上で，既存の法律との調整を

規定することは，既存の実体法をそのままの形で経過規定中に記載するのに等しく，意味が少

ないということができる。そこで，本条１項は，基本的に民法を適用期日以降の事項のみに適

用することを定め，なお遡及適用することが必要な場合は，この法律で特則を設けている。日

本の民法施行法１条も同様の立法政策を採っている。また，継続的な法律関係については，適

用期日から民法を適用することとし，このために必要な調整を規定している。 

 １項１文にいう適用期日前に生じた「事項」とは何であるのか，疑義が生ずることが多いと

思われる。例えば，適用期日前に売買契約が締結されたものの，双方の債務が未だ履行されて

いない場合については，売買契約がここにいう「事項」なのか，又は履行が「事項」なのか等

の疑義である。この例では，売買契約の内容は既に締結された契約により定まっており，履行

はそれを実現するに過ぎないものであるから，売買契約がここにいう「事項」であり，当該売

買契約全般について民法が適用されないものと解される。解除権に関する民法の規定も，同様

であり，適用されない。適用期日後にする弁済は，新たな事項として民法の規定によるとも読

めそうであるが，上記のとおり，適用されないものと解される。もっとも，適用期日後に債務

不履行があった場合については，第４５条で特別な定めをしており，民法を適用するものとし

ている。この点については同条のコメントを参照願いたい。その他，各種の法律関係で，この
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切り分けを巡り疑義が生ずるが，この法律の最終規定の解説の後に，後注として解説している。 

 １項２文は，継続的な法律関係については，適用期日までは従前の例により，また，適用期

日以降は民法によるものとするとの基本方針を規定している。このために必要な調整は，第５

章で個別的に規定している。ただし書は「継続的な契約関係」ではなく「継続的な法律関係」

と規定していて，相隣関係や婚姻等の身分関係についても，ただし書を適用することとなる。 

 ２項は，民法が適用される前に有効に生じた法律関係については，第５章において別段の定

めのある場合を除いて，適用期日後も，有効とすることを定めている。同項は，１項で遡及適

用主義を採用していないことから，論理的に不要であるが，念のため規定したものである。「カ

ンボジアの法令」のみならず「伝統的な規則」を加えているのは，土地法７９条が「Devolution 

of property by succession shall be governed by traditional rules on that subject matter 

pending the promulgation of a new civil code.」と定めていて，traditional rules に言及

しているので，それに従った。 

 ３項は，民法が規定する事項については，現在，土地法，婚姻家族法，制令３８号を除き，

事実上法律が存在しないにもかかわらず，民法を遡及適用しなかったため，これに対処するた

めの規定である。適用期日前に生じた事項について，これらの制定法令や伝統的な規則に基づ

き法的な解決が可能である場合は，それに従うのが当然であるが，これらの制定法令等が存在

しない場合又は伝統的な規則を確知することができない場合には，民法を，民法の規定を衡平

(equity)として適用することを許すためのものである。現在，法規範がない場合は，裁判官は，

衡平(equity)に基づき判断することが許されているので，この場合における補充規定というこ

とができる。同項は，民法が意思解釈の補充規定となっていることが多いことに着目した規定

であり，既存の法令等が明らかな場合はそれにより，不存在や不明の場合は民法を衡平(equity)

として適用する。このような場合に，裁判官等が民法を適用しなかったからといって，法令違

背となるわけではないが，同項の規定がある以上，民法を適用することが推奨される。 
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第２章 実質的な規定 
 

第６条（財産目録等の裁判所への提出） 

（１）民法第７２条（法人財産調査報告義務）第１項に定める裁判所とは，法人の主たる事務

所の所在地を管轄する始審裁判所とする。 

（２）法人から財産目録等の提出を受けた裁判所は，その記載内容から必要と認めるときは，

法人を検査し，清算人に民法第７８条（清算中の破産）に定める手続を直ちにとるように命じ，

その他清算を迅速かつ公正に行うために必要な処分をすることができる。 

 

〈コメント〉 

 民法７２条は，法人財産調査報告義務を定めた規定であり，１項では「清算人は，就任後遅

滞なく，法人財産の現況を調査し，財産目録および貸借対照表を作成し，裁判所に提出しなけ

ればならない。」と定め，２項以下では，そのためには清算人は社員総会の承認を得なければ

ならないこと等を定めている。本条１項は，民法７２条に定める書類をどこの裁判所に提出す

べきかを定めるものである。民法で定めるべきではないかとの議論があり得るが，民法は，他

の規定では一切裁判所の管轄を明示しておらず，訴訟法の規定に委ねており，民法７２条のみ

に裁判所の管轄を明示するのは他の規定とのバランス上問題であるので本条に規定した。 

 ２項は，書類を提出された裁判所が執るべき事項を定めたものである。日本民法は８２条で

は監督に必要な検査をする権限を裁判所に与えていることを参考として，本項は，それのみな

らず，その他の処分を行う権限を規定した。清算人の解任は，民法６９条で，利害関係人の申

出がある場合に限り行うことができると定めているので，その平仄上，職権による解任を定め

なかった。その他の処分としては，清算期間中に追加報告を求めることなどが考えられる。 

 

 

第７条（隔地者への意思表示の伝達） 

（１）隔地者に対してする意思表示は，次に定める方法により書留郵便の配達証明書及び裁判

所書記官が奥書した書面の写しを用いることにより，証明することができる。 

  １ 表意者は，書留郵便に付すべき書面及びその写し並びに配達証明用の用紙を裁判所書

記官に持参する。裁判所書記官は，自ら当該書面を複写することができるときは，当該書面の

写しの提示を免ずることができる。 

  ２ 裁判所書記官は，当該書面の写しであることを確認し，又は当該書面を複写し，原本

を封筒に入れた後に封印し，写し又は複写した書面，封筒及び配達証明用の用紙の欄外に同一

記号・番号を記載した上で公印を押し，写し又は複写した書面にはその旨を奥書した上で，す

べての書面を表意者に交付する。裁判所書記官は，この手続をしたときは，帳簿に，年月日，

記号・番号，表意者の氏名を記載しなければならない。 

  ３ 表意者は，これを書留郵便に付する。 

（２）表意者が第１項の手続をするには，司法省及び経済財務省の共同省令が定める手数料を

納入しなければならない。手数料収入は，国庫に帰属する。 

（３）第１項の規定は，他の証明方法を排除するものではない。 
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〈コメント〉 

 本条は，隔地者への意思表示の伝達方法の一例を定めている。民事訴訟法では，自由心証主

義を採用していて，意思表示に関する証明につき何ら制限を設けておらず，本人尋問によって

も証明を試みることができる。しかし，一方当事者が契約解除の通知書を相手方に郵送したと

か，電話で話したと供述しても，相手方がこれを否認し，本人尋問で，そのような書面は郵送

されなかったとか，電話が無かった（又は，電話はあったが内容が異なる）と供述した場合，

裁判官としては，一方当事者の供述のみに依拠して契約解除の意思表示がなされたと認定する

ことは困難であろう。そこで，本条では，現在カンボジアにある書留制度を利用して，隔地者

への意思表示を確実に証明する方法を定めている。 

 この方法は１項で定められているが，同項に定める方法で裁判所書記官の関与の下で封印さ

れた封書を書留郵便に付した場合，配達を終えた郵便官署は，その記号・番号が付された配達

証明書を差出人に交付することとなる。そうすると，裁判所書記官が奥書した写し又は複写し

た書面と配達証明書には同一記号・番号があるから，表意者とすれば，両方の書面により，写

し又は複写した書面の原本が相手方に郵送されたことを証明することができる。なお，相手方

がこれらの書面の真正を否認した場合，裁判所書記官が帳簿から年月日，記号・番号，表意者

の氏名を明らかにすることができ，これにより，これらの書面の真正を証明することができる

（１項１号後段の結果，裁判所に複写機が備わっており，裁判所書記官が自ら当該書面を複写

することができるときは，この方法によることが推奨される。自ら複写すると，文書の内容を

確認しなくても，間違いがないからである。）。なお，この方法については，郵電省との協議

済みであり，郵電省は，この方法を了解している。 

 ２項は，このための手数料を定めている。 

 ３項は，隔地者への意思表示については，１項で定められた方法以外の方法でも証明するこ

とができることを定めている。例えば，インターネット上のメールを用いた場合，送付済みの

メールをプリントアウトする方法などを考えることができる。 

 

 

第８条（確定日付ある証書の定義） 

 民法第４５９条（弁済による代位）第３項，第５０３条（指名債権譲渡の対抗要件）第２項，

第８４１条（指名債権質の対抗要件）第２項並びに第４５９条（弁済による代位）第２項及び

第５１３条（契約上の地位の譲渡の成立）で準用する第５０３条（指名債権譲渡の対抗要件）

第２項にいう「確定日付ある証書」は，次のとおりとする。 

  １ 公正証書。公正証書については，作成日付をもって確定日付とする。 

  ２ 公証人又は裁判所書記官が私署証書に，同文書を提示された日付とともに署名を奥書

したもの。この場合は，その日付をもって確定日付とする。 

  ３ 署名者中に死亡した者がある私署証書。この場合は，その死亡の日付をもって確定日

付とする。 

  ４ 確定日付ある証書中に引用された私署証書。この場合は，その確定日付ある証書の日

付をもって引用された私署証書の確定日付とする。 
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〈コメント〉 

 本条は，確定日付ある証書の定義を定めるものであり，日本の民法施行法５条と同趣旨の規

定である。本条で引用している民法４５９条（弁済による代位）３項，５０３条（指名債権譲

渡の対抗要件）２項や８４１条（指名債権質の対抗要件）２項等では，債権譲渡や質権設定を

第三者に対抗するためには，確定日付ある証書が必要であるが，これらの条文には，確定日付

ある証書の定義が定められていないので，本条でこれを定めたものである。 

 １号以下において公正証書等がこれに該当すると定めている。１号の「公正証書」の定義や

作成方法については同号中に定めはないが，第９条１項で，一部の公正証書についての作成方

法が定められ，また，公証事務取扱者が作成すべき公正証書については第１１条２項で作成方

法が定められている。 

 なお，確定日付のある証書を相手方に配達する必要があるときは，本条で定義された確定日

付ある証書を第７条１項に定める方法で書留郵便に付することが確実である。また，例えば，

債権譲渡につき，譲渡人と債務者が債権譲渡に関する私署証書を作成し（現実的には，譲渡人

と譲受人の債権譲渡契約書に債務者自身が承諾する旨を付記した私署証書となろう。），これ

に２号の手当を施せば，その方法でも差し支えない。 

 

 

第９条（公正証書の意義） 

 民法で定める「公正証書」とは，次の証書をいう。 

  １ 民法第３３６条（申込と承諾による契約成立），第５１６条（売買契約の成立）及び８

６２条（抵当権の処分の効力）の公正証書とは，公証人が作成した公正証書又は私署証書が法

律に適合していることを確認した後，公証人がその証書にその旨及び日付を奥書した上で署名

した書面を指す。ただし，民法第３３６条（申込と承諾による契約成立）及び８６２条（抵当

権の処分の効力）の公正証書については，権限官署が登記手続のために作成した書面でも差し

支えない。 

  ２ 民法第８４５条にいう公正証書とは，権限官署が登記手続のために作成した書面をいう。 

  ３ 民法第１１７２条（証人又は立会人となることができない者），第１１７３条（公正証

書による遺言）及び１１８１条（在外カンボディア人の遺言の特則）の公正証書とは，それぞ

れの条文に基づき公証人又は領事が作成した文書をいう。 

 

〈コメント〉 

 本条は，公正証書の定義を定めている。 

 １号で引用する民法３３６条と８６２条では，所有権移転のための契約（売買，贈与等）や

抵当権の処分自体が有効となるためには公正証書が必要であると定めている。また，所有権移

転や抵当権の処分の登記手続のためにも公正証書が必要とされている。そして，登記手続のた

めの公正証書としては，旧民法９４４条以下や１９５４年の公証人法２条以下の規定の趣旨等

から，①公証人が作成した公正証書（現実には存在しない）又は②譲渡人，譲受人，証人２人

と commune 又は district の長が登記所に赴き，一定の書式に氏名，登記の目的土地等を記載

し，譲渡人，譲受人及び証人２人が拇印を押したものに，commune や district の長が署名した

上で，公印を押した文書をもって，これに当たるものと取り扱っている。そこで，民法３３６
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条と８６２条の関係では，まず，公証人が作成した公正証書（この中には，私署証書が法律に

適合していることを確認した後，公証人がその証書にその旨及び日付を奥書した上で署名した

書面も含む。）をもって「公正証書」に該当するものとしている。そして，この公正証書があ

れば，所有権移転のための契約や抵当権の処分が民法上有効となり，相手方が登記手続に協力

しないときは，裁判により登記手続をするように請求することができ，勝訴判決があれば，民

事訴訟法５２９条の規定に基づき，相手方の協力がなくても登記手続をすることができる。な

お，第１１条では，公証事務取扱者もここにいう公正証書を作成することができるものとして

いる。 

 また，公正証書は登記をする上で必要であるところ，土地法上，登記のためには，実際上，

上記②の権限官署が登記手続のために作成した書面があれば，公証人作成の公正証書がなくて

も，登記をすることができる。そして，この書面により登記ができれば，所有権移転や抵当権

の処分を方式上有効と認めても差し支えないので，この書面も所有権移転や抵当権の処分のた

めの公正証書と位置づけ，実体法上の方式要件も具備しているものとした。 

 次に，民法５１６条にいう公正証書は，後の紛争を避けるため当事者が合意した場合に用い

られる任意の書面であるので，公証人による公正証書とした。なお，第１１条では，公証事務

取扱者もここにいう公正証書を作成することができる。 

 ２号では，抵当権設定契約に関する公正証書の定義を定めている。民法８４４条によれば，

抵当権設定契約自体は口頭の合意でもすることができるので，民法８４５条にいう公正証書と

は登記手続のために必要な書面を指すこととなるので，同条にいう公正証書とは権限官署が登

記手続のために作成した書面をいうと規定した。 

 ３号は，公正証書遺言に関する定義規定であるが，これについては民法１１７２条，１１７

３条及び１１８１条で作成者や作成方法が具体的に定められているので，レファレンス的な条

文とした。 

 

 

第１０条（公証事務取扱者の指定） 

（１）司法大臣は，別に法律で定めるまでの間における公証人の事務を臨時的に取り扱う者と

して，各始審裁判所の管轄区域において２名以内の公証事務取扱者を，裁判官，検察官又は法

律に関する職務経験があり法学士以上の学位を有している高位の公務員の中から必要に応じて

指定する。 

（２）公証事務取扱者として指定された裁判官は，公証事務を取り扱った事件については，民

事訴訟法第２７条第１項に定める除斥の事由があるものとみなす。 

（３）従来の法律により指定及び設立された公証人及び公証人役場は，民法，民事訴訟法その

他現行の法律に従い，引き続き公証事務を遂行できるものとする。 

 

〈コメント〉 

 本条と第１１条は，公証事務取扱者に関する条文である。民法を円滑に適用し，取引を安全

に行うためには，公証人の存在を欠かすことができないが，現在，従前の公証人法に定める公

証制度が機能しているとはいうことができないので，新たな公証人法が制定されるまでの間，

臨時的な制度として，公証事務取扱者の制度を設けることとした。 
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 本条は，公証事務取扱者の指定に関する規定である。１項では，司法大臣は，裁判官，検察

官又は法律に関する職務経験があり法学士以上の学位を有している高位の公務員の中から公証

事務取扱者を指定するものとしている。これは，公証人の制度は，本来的には司法行政の制度

と位置づけることができるので，司法大臣が公証事務取扱者を任命するものとした。 

 ２項は，裁判官が公証事務取扱者として指定された場合，自ら公証事務を取り扱った事件を

担当することは相当ではないので，民事訴訟法第２７条第１項に定める除斥の事由があるもの

とみなすこととした。そこで，裁判官が少人数しか配置されていない始審裁判所では，検察官

の中から公証事務取扱者を指定するのが相当であろう。 

 

 

第１１条（公証事務取扱者の権限等） 

（１）公証事務取扱者は，定款の認証，公正証書の作成等，民法及びこの法律で定める公証人

の事務を臨時的に行う。 

（２）公証事務取扱者が第９条（公正証書の定義）に定める公正証書を作成するには，当事者

の同一性を証人又は出生証明書により確認ほか，司法省令で定める措置を執らなければならな

い。 

（３）第１項の公証事務を利用する者は，手数料を納入しなければならない。手数料収入は，

国庫に帰属する。 

（４）公証事務取扱者が行う公正証書作成，公正証書と同一の効力を有する認証謄本の交付等

必要な事項は，司法省令で定める。 

（５）手数料は，司法省及び経済財務省の共同省令で定める。 

 

〈コメント旧〉 

 本条は，公証事務取扱者の権限等を定めている。 

 １項では，公証事務取扱者は，定款の認証，公正証書の作成等，民法及びこの法律で定める

公証人の事務を臨時的に行うものとしている。「民法及びこの法律で定める公証人の事務」に

限定されており，民事訴訟法に規定する執行証書の作成権限は与えられていない。なお，この

法律に基づく権限としては，第８条２号の確定日付の作成等がある。第５６条で定められてい

る「公正証書」は，土地法上のものであり，かつ，適用期日よりも前に作成されているもので

あるから，対象外である。 

 ２項は，公正証書の作成に当たっての留意点が定められている。公正証書作成に当たっては，

何よりも本人確認が重要なので，特にこの点を定めている。このほか，公正証書の作成方法の

一部が第９条１号で定められている。 

 ３項は手数料に関する規定である。 

 ４項では，公正証書作成の詳細は省令で規定すべきことが定められている。公正証書の原本

は判決原本と同様，裁判所に保管し，申請人には認証謄本を交付するものとしている（原本の

紛失，改ざんを防ぐためである。）。そして，認証謄本は原本と同一の効力を有することは法

律事項としてこの法律の記載するのが相当なので，４項でその旨を定めた。 
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第１２条（公告） 

（１）民法１９１条（遺失物についての公告）第２項に定める公告は，同項の警察署長が，拾

得物の種類及び特徴並びに拾得物の拾得の日時及び場所を当該警察署の掲示板に掲示してす

る。 

（２）民法第１２８１条（限定承認の場合の公告），第１２９１条（管理人の選任）第２項，

第１２９６条（債権者等に対する公告及び催告）又は第１２９７条（相続人探索の公告）第１

項に定める公告は，裁判所の掲示板に掲示し，かつ，司法省公報に掲載してする。 

 

〈コメント〉 

 民法に定められた公告の具体的な手続を定めた規定である。 

 

 

第１３条（土地所有者の権利） 

（１）土地の所有権に関しては，民法第１３８条（所有権の定義）に定める「所有物の使用，

収益」には，土地所有者の使用目的及び法令の定めるところに従い，土地を開発し，又は元の

地目若しくは形状を変更すること（carry out any development or alteration of the original 

type or structure of his property in accordance with his use purpose and in accordance 

with the provisions of the law）が含まれる。 

（２）第１項の適用上，不動産の元の地目又は形状の変更には，土砂及び森林の除去（伐採）

並びにその耕作，土砂の埋め立て，丘及び斜面の平坦化，土を引き出すために土地を掘ったり，

窪地にすること，鉱物又は石の採取，水源地の設置又は灌漑，農地の宅地化並びに工業地帯及

び工場の進出を含む。 

 

〈コメント〉 

 本条は，民法１３８条の規定をより明確にするための解釈規定である。同条は，「所有権と

は，法令の制限内で，所有者が自由に所有物の使用，収益及び処分をすることができる権利を

いう。」と規定しており，所有者には，所有物を自ら使用する等の権能が与えられており，そ

の権能には，土地を開発したり，元の地目若しくは形状を変更することが含まれているという

ことができる。 

 ところで，土地法８８条及び８９条には，所有者の権能として，土地を開発したり，元の地

目若しくは形状を変更することができることや，その具体的方法が定められているが，民法に

は，このような規定が存在せず，上記１３８条の規定の解釈により賄うものとしている。しか

し，この点を明確にしておくほうが，解釈上，疑義が生ずる虞がないので（土地法上の他の実

体規定は民法に取り込んでいるのに，土地法８８条及び８９条の規定が取り込まれていないこ

とは，民法がこの権能を認めていないと解釈される虞がある。），本条の規定を設けた。 

 本条１項は，土地法８８条中，重要部分を民法１３８条の解釈規定として設け，２項は１項

の解釈規定として土地法８９条をそのまま（なお，同条中，「in the terms of this law」を

「第１項の適用上」と修正した。）移行させている。 
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第１４条（特別の占有） 

（１）不動産占有権証明書又は土地占有使用権証明書が発行された土地については，２００１

年８月３０日の勅令ＮＳ／ＲＫＭ／０８０１／１４により公布された土地法（以下，この法律

において「２００１年土地法」という。）及び民法第２４２条（占有証明書を有する不動産占

有者の保護）の規定に従うほか，性質に反しない限り，その証明書が発行された占有権（pokeah）

を所有権とみなして民法の規定を適用する。 

（２）第１項の証明書の発行を受けた者又はその譲受人は，同項の規定に従い用益物権又は担

保物権を設定することができる。 

 

〈コメント〉 

 本条及び以下の２条は，土地法の規定に基づき占有権の登記がなされ，不動産占有権証明書

又は土地占有使用権証明書が発行された土地に関する規定である。土地法は２９条以下で，所

有権が安堵されるまでに関する規定を設けており，特に，３９条では，占有権は「物権（a right 

in rem）」として，取引の対象となることが定められている。また，民法２４２条では，この

ような不動産占有権証明書又は土地占有使用権証明書を有する不動産占有者の保護に関して規

定している。しかし，このような占有権について土地法４０条等 1の規定に基づき登記（sporadic 

registration）がされた土地については，実質的に所有の対象となる土地と異ならないので，

民法の規定を全面的に適用するのが相当ということができる。そこで，本条１項では，不動産

占有権証明書又は土地占有使用権証明書が発行され，その登記がされた土地については，民法

の適用上，証明書が発行された占有権（pokeah）（以下，「特別占有権」という。）を所有権

とみなすこととした。 

 なお，同項では，「性質に反しない限り」と，解釈に余地のある文言が設けられているが，

これは，時効取得を妨げたりする等のためのものである。 

 ２項では，特別占有権者は，「同項の規定に従い」，すなわち，民法の適用上所有権とみな

される限りにおいて，抵当権や永借権等の他物権の設定もすることができることが定められて

いる。これは，民法上の抵当権は，これを実行すると，競落人は所有権を取得するが，特別占

有権に基づく抵当権は，土地の売却ではなく特別占有権の売却であり，用益物権についても，

特別占有権にかかる土地は，根っこが所有権ではないことから，永借権等そのものではなく，

民法の適用上所有権とみなされる限りにおいて認められる権利であるからである。このことが

注意的に規定されている。 

 

 

第１５条（所有権を取得した場合） 

（１）第１４条（特別の占有）第２項に定める者が２００１年土地法の規定に基づき土地所有

権を取得したときは，それより前に当該土地について設定されていた権利は，所有権又は所有

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 ２００１年土地法以前に発行された証明書については，その根拠となる規定が１９９２年土

地法には明確には存在せず（第６７条が登記の申請について定めるのみ），政令等を根拠に発

行されていたと思われる。 
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の対象となる土地を目的とした権利となる。 

（２）第１項に定める権利について民法の適用上期間が問題となるときは，その期間は，当初

設定されたときから起算する。ただし，取得時効については，目的土地が所有の対象となる土

地となったときから起算する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，特別占有権者が土地法の規定に基づき土地所有権を取得したときの規定である。こ

の場合は，特別占有権者は，土地所有権を新たに取得するので，既に特別占有権に基づき担保

権等の権利を設定していたときは，当該権利がどのようになるかが問題となる。本条は，「当

該土地について設定されていた権利は，所有権又は所有の対象となる土地を目的とした権利と

なる」と定めて，特別占有権を根拠とする権利が，当然に，土地又は所有権を目的とするもの

とした。なお，特別占有権者が抵当権を設定し，当該抵当権が登記されている場合は，所有権

の登記をする際に，抵当権の登記も移記されることとなろう。 

 ２項は，この場合における期間の算定のための規定である。前条の規定に基づき設定された

用益物権等は，実質的に民法上の用益物権等にほかならないので，当初設定されたときから起

算するものとした。取得時効については，念のため，ただし書で，明示しておいた。このただ

し書の規定からは，特別占有権が登記された土地については，所有の意思をもって占有された

としても，時効により所有権を取得することがないことは明らかである。 

 

 

第１６条（経過規定） 

 適用期日前に不動産占有権証明書又は土地占有使用権証明書が発行された土地については，

第３８条（適用期日前から存続する物権の効力），第４１条（適用期日前からの長期賃借権の

存続期間）から第４３条（登記された使用権および居住権の経過措置），第５４条（適用期日

前からの債務担保）ないし第５７条（不動産質の存続期間）の規定を準用する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，適用期日前からの特別占有権に関する規定である。この法律は，第５章で，民法の

適用に伴う経過規定を設けているが，特別占有権で登記がされたものについても同様の規定を

設けるのが相当であるので，本条を定めた。 

 本条では，経過措置が実際上問題となる条文を網羅し，これらの規定を準用するものとした。

各条文については，該当条文の〈コメント〉を参照のこと。 

 

 

第１７条（制限利息等） 

（１）民法第５８５条（利息の制限）第１項にいう制限利率は，年利率１０％から３０％の範

囲内で，司法省令によりこれを定める。 

（２）金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は，その賠償額の元本

に対する割合が司法省令で定める率を超えるときは，その超過部分につき無効とする。 
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（３）上記の省令は，第１項に定める制限利率の１．２倍から２倍の範囲内で，第２項に定め

る率を定めることができる。 

（４）民法第５８５条（利息の制限）第３項及び第４項の規定は，債務者が第２項の超過部分

を支払った場合に準用する。 

（５）第２項及び第４項の規定は，これらの規定の適用の限りにおいて，違約金を賠償額の予

定とみなし，違約金に適用する。 

（６）金銭を目的とする消費貸借契約において遅延損害金について特に定めのない場合は，本

条及び民法第５８５条（利息の制限）の規定は，これらの規定の適用の限りにおいて，遅延損

害金を利息とみなし，遅延損害金に適用する。 

 

〈コメント〉 

 民法５８５条１項は「制限利息とは，当事者の合意によって適法に定めることのできる利率

の上限をいい，法令がこれを定める。」と規定しており，制限利息を別途法令で定めるものと

している。また，民法には規定していないが，当事者が金銭を目的とする消費貸借に関して債

務不履行の際の賠償額を予定したときは，実質的に利息の合意と同視することができるので，

これに関する利率の制限も定めておくことが必要である。本条は，これらの点に関する規定で

ある。 

 １項は，制限利率を司法省令に委ねるための委任規定であるが，白地委任は問題であるので，

上限を３０％，下限を１０％に区切ることとした。民法５８５条１項は，「法律」ではなく「法

令」となっており，直ちに法務省令でも定めても良さそうであるが，賠償額の予定の制限は法

律事項であり，法律上定めておくことが必要であるので，制限利率についても，この法律で規

定することとした。 

 ２項は，賠償額の予定の制限に関する実体規定であり，民法５８５条３項前半部分と同趣旨

のものである。 

 ３項は，賠償額の制限利率を定めるものであり，利息に関する制限率の１．２倍から２倍の

範囲内で法務省令により定めるものとしている。賠償額の予定につき利息よりも高利とするこ

とを認めたのは，債務不履行の場合には，その取り立てに費用を要したり，また，取りはぐれ

ることもあるので，債権者に対し，その危険に見合った利率を認めるためである。 

 ４項は，３項で定める制限を超えて賠償額が予定された場合について，制限利息を超過する

利息と同一の法的規制をするための準用規定である。 

 ５項は，違約金の合意に関するみなし規定である。同項に関し，民法４０３条５項は「違約

金は賠償額の予定と推定する。」との推定規定があるが，推定規定だけでは，それと異なる立

証がされた場合に問題であるので，制限の趣旨を貫徹させるため，同項でみなし規定を設けた。 

 ６項は，当事者が金銭を目的とする消費貸借に関して利息の合意をしたものの，債務不履行

の際の賠償額を定めなかった場合に関する規定である。民法３９９条１項２文及び３文は，約

定利率が法定利率を超える場合における遅延利息は約定利率によって計算することを定めてお

り，賠償額を定めなかったときは，本条１項の制限の範囲内における利率に制限されるものと

解することができる。しかし，本条では，賠償額の予定の制限のほうが制限利率よりも緩やか

なので，そのいずれによるべきかにつき疑義が生ずるから，この点を本項により明確化するこ

ととした。本項によれば，遅延損害金を利息とみなして本条を適用するので，賠償額は，本条
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１項の制限の範囲内における利率に止まる。 
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第３章 法人登記 
 

第１８条（法人登記の所管） 

（１）法人登記に関する事務は，司法省がこれを管掌する。 

（２）司法大臣は法人登記に関する事務を取り扱う職員を指定する。法人登記簿は司法省に備

える。 

 

〈コメント〉 

 法人登記の所管を定める。民法は，国内各地で法人登記をすることを前提に規定しているが，

この法律では，プノンペンにある司法省（本省）でのみ行うことを前提としている。カンボジ

アの商業登記については商事裁判所が行なうということが法律で定められているので，法人登

記についても始審裁判所が管轄するということも考えられるが，それについて設備もできてい

ないので，とりあえず発足の段階では本省のみが登記事務を扱うということで，同条では「法

人登記簿は司法省に備える。」と定めた。なお，商業登記についても，原則は商事裁判所が行

なうとしつつ，５４条で，「カンボジア王国が商業裁判所を持たない間は商業省が商業簿の写

しおよび商業登記および末梢関連資料の組成および維持をしなければならない。」として，本

省のみが行うこととしている。各地の始審裁判所等で法人登記を実施することが可能な事態と

なれば，改正をすれば済むことであり，一挙に可能か疑問があるので，当面の間は，司法省で

のみ実施するものとした。 

 

 

第１９条（法人登記の構成及び様式） 

 法人登記の構成及び様式は，司法省令でこれを定める。 

 

〈コメント〉 

 どのようなものを指して法人登記とするかについては，司法省令で定めることとしている。

カ国の商業登記は，申請書の綴込みと分類別索引をもって登記とし（商事規則と登記法３０条），

分類別索引はパソコンで処理することも可能としている（同３２条，３３条）ようであるが，

法人登記の構成は，登記自体を紙とするか（この場合は，申請書の様式で，登記事項を記載す

る紙は，別用紙，しかも，理事等の事項毎に別用紙とし（変更の場合は，変更事項が記載され

ている用紙のみを差し替える），それを登記用紙として登記を形成させる。法人毎にファイル

を作成することが考えられる。），又はコンピュータ処理とする（法人毎に，フォルダを作成

する。）かについても，省令に委ねることとしている。今後の議論で決めたい。 

コンピュータ方式による場合，アクセス権限，全国ネットとした場合ハッカーの問題が生じ

得る。もっとも，司法省のみであるからスタンドアローン方式とし，担当者とアクセス権限を

定めておくことにより，回避可能（この点からも，１８条２項が意味を持つ）。 

なお，カンボジアの商業登記は，商事規則と登記法第30条において，編年による登記と分類

別索引を登記としている。編年による登記というのは，同法第31条等を見ると，申請書を並べ

コメント [jica1]: もとは、「カンボジア王

国が商事裁判所を持たない間は，商業登記

簿の組成及び維持並びにこの法律に規定

された商行為に関する統治は，商業省に委

ねられる。」であったが、法改正（1999）

にあわせて訂正。 
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ていく様式である。申請書の通し番号が索引にあるので，分類別索引から突合していくという

のが商業登記のようである。すなわち，申請書の綴込みと分類別索引をもって登記とし（商事

規則と登記法３０条），分類別索引はパソコンで処理するとしている。しかし，この方式では，

公示機能に欠陥があるので，採用しない方が望ましい。 

 紙方式による場合，申請書の様式で，登記事項を記載する紙は，別用紙，しかも，理事等の

事項毎に別用紙とし，それを登記用紙として登記を形成させる（様式の制定及び紙の質の規定

が必要）。そして，理事等の変更の場合は，変更事項が記載されている用紙のみを差し替え，

旧用紙は，一定年限保存しておいて，当時，誰が代表権限を有していたかの問題に対処する。 

  なお，申請書及びその添付書類は別途保存し，これを登記とは位置づけない。保存の理由は，

権限ある者が登記申請したかが後に問題となるので，この証拠のためである。 
 

 

第２０条（法人登記の申請） 

（１）登記の申請は，書面でしなければならない。 

（２）申請書には，民法第５０条（登記事項）第１項に定める事項を記載し，法人となるべき

社団又は財団の代表者が署名しなければならない。申請書には，有限責任社団にあっては民法

第８７条（登記事項および登記期間）第１項に定める事項，無限責任社団にあっては民法第１

０２条（登記事項および登記期間）第１項に定める事項，財団にあっては民法第１１５条（登

記事項および登記期間）第１項に定める事項も記載しなければならない。 

（３）申請書には，定款，財団にあっては監督官庁の許可証，その他司法省令で定める書面を

添付しなければならない。 

 

〈コメント〉 

 本条は申請書の記載等を定める。登記事項については民法で定められているので，２項はそ

れを前提に，申請書の記載事項を定めた。前条で説明したとおり，省令で，様式を制定し，そ

れの該当事項を埋める方式が相当。これにより，民法と省令との間の条文の重複を避ける。 
３項では定款等の添付書類を定めているところ，原本の提出を求める趣旨である。しかし，省

令では，「原本還付」の制度を定め，その写しを同時に提出すれば，原本は申請人に返還し，

写しのみを司法省が保管することが考えられる。 

「その他司法省令で定める書面」として，申請人の同一性を証する書面，有限責任社団法人で

は２０００万リエル以上の財産があることの証明書等である。 

 

 

第２１条（登記の実施） 

 第１８条（法人登記の所管）第２項に定める職員は，申請書が民法その他の法令に適合して

いることを確認した後でなければ，登記してはならない。 

 

〈コメント〉 
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 登記職員の登記をするに当たっての義務を定めた。 

「民法」に適合とは，例えば，有限責任社団法人の場合，民法８２条に適合した定款が定めら

れているか，有限責任社団法人では２０００万リエル以上の財産があるかどうか（８３条），

定款に定められた理事や監事その他の役員が選任されているかどうか等である。法人の名称も，

民法４７条２項に合致していなければならない。 

「その他の法令」とは，特別法で法人の理事となるための資格が制定されたような場合である。 

 登記の申請が法令に適合している場合は，職員は速やかに登記手続きをしなければならない。 

 適合していない場合は，申請を却下しなければならないが，この場合の手続等については，

省令で定めることとなる。 
 

 

第２２条（変更登記等） 

（１）法人登記に記載された事項に変更があったときは，法人の代表者は，その旨の変更の登

記を申請しなければならない。 

（２）法人が解散したときは，清算人は，民法第７０条（清算人及び解散の登記）及び第８０

条（清算結了の登記）に定める登記を申請しなければならない。 

（３）第１項及び第２項の申請に当たり，申請書に記載すべき事項及び申請書に添付すべき書

類は，司法省令でこれを定める。 

 

〈コメント〉 

 本条は，変更登記等を定める。具体的な登記手続は，省令で定める。本条第１項は，民法５

２条との関係が問題となろう。５２条は，事務所移転の登記に関するものであり，新旧両事務

所で登記をすべきものとしている。これは，複数の登記所が存在することを前提とするもので

あるが，適用法では司法省１つの登記所があるだけであるから，本条１項に基づき主たる事務

所の変更登記をすることとなる。これも，第１８条２項にいう「法人登記簿は司法省に備える」

及び本条１項の解釈から導かれるであろう。 
紙方式の場合は，変更後の登記事項（理事なら理事用の用紙にかかる登記事項のすべて）を

申請書の別用紙に記載してもらい，それを新登記（例，理事用の新用紙）として扱い，従前の

用紙は，閉鎖登記として，ファイルの後ろに綴ることが考えられる。コンピュータ方式の場合

は，フォルダの中で，新，旧を入れ替え，旧は閉鎖登記として，子フォルダに入れ込むことが

考えられる。 

代表者に変更があったときは，新代表者が変更の当事者を申請しなければならない。この場

合の添付書類としては，定款に基づき理事の交代があったことを証する書面，例，総会決議議

事録などである。これは省令に規定する予定である。 

 法人が解散したときは，清算人が，解散の登記等を申請しなければならないが，解散事由は

民法６４条で規定されている。その事実があったことを証する書面（解散判決の謄本等）の添

付が必要。これも省令に規定する予定である。 
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第２３条（証明） 

（１）何人も，手数料を支払って，法人登記に記載された事項の証明又は記載されていないこ

との証明を求めることができる。 

（２）利害関係を有する者は，手数料を支払って，申請書及びこれに添付された書類の閲覧を

請求することができる。 

 

〈コメント〉 

 本条は，登記の記載事項証明について定める。登記簿のコピーを取り，それに謄本認証をす

るのがもっとも簡便かつ確実である。「記載されていないことの証明」は，申請人に「○○の

事項は登記されていないことの証明を願います。」との書面を提出させ，その下に「右証明す

る。官職氏名・サイン」の方法が簡便である。これらの方法や書式を省令に記載する予定であ

る。２項は，利害関係を有する者が定款をチェックしたいとき等に備えてのものである。閲覧

以外に，謄本の請求を認めるのが相当かは，カ側で議論願いたい。 

 

 

第２４条（従たる事務所における登記の特例） 

 民法第２章の規定にかかわらず，別に法律で定めるまでの間は，主たる事務所の所在地でな

すべき登記は，司法省でこれを行い，従たる事務所の所在地における登記は，これを申請する

ことを要しない。 

 

〈コメント〉 

 民法では，国内各地で登記をすることを前提として従たる事務所における登記を定めている

が，第１８条のコメントで説明したとおり，この法律は司法省でのみ登記を扱うものとしてい

る。そこで，いわば，経過措置的に，本条を設けた。なお，商業登記も，商事規則と登記法第

１１条で商事裁判所で扱うとしながら，第５４条で経過規定として，商業省で扱うとしている。 

 

 

第２５条（司法省令及び経済財務省令への委任） 

 申請書の様式その他法人登記に関して必要な事項は，司法省令でこれを定める。 

 手数料の額は，司法省及び経済財務省の共同省令でこれを定める。 

 

〈コメント〉 

 委任規定である。 
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第４章 夫婦財産契約登記 
 

第２６条（夫婦財産契約登記の所管） 

（１）夫婦財産契約登記に関する事務は，司法省がこれを管掌する。 

（２）司法大臣は夫婦財産登記に関する事務を取り扱う職員を指定する。夫婦財産登記簿は司

法省に備える。 

 

〈コメント〉 

 第１８条のコメントを援用する。なお，夫婦財産契約登記は需要がそれほどないものと見込

まれるので，相当期間，司法省一本で良いように思われる。 

 

 

第２７条（夫婦財産契約登記の構成及び様式） 

 夫婦財産契約登記の構成及び様式は，司法省令でこれを定める。 

 

〈コメント〉 

 第１９条のコメントを援用する。 

 なお，夫婦財産契約の対象に不動産がある場合は，個別に土地登記で手当をしないと，不動

産については契約内容を第三者に対抗することができないことを前提としている。 

 

 

第２８条（夫婦財産契約登記の申請） 

（１）登記の申請は，夫婦又は夫婦となるべき者が共同で書面によりしなければならない。 

（２）申請書には，申請人の氏名及び住所，夫婦財産契約締結の日付及びその内容その他司法

省令に定める事項を記載しなければならない。 

（３）申請書には，夫婦財産契約の契約書その他司法省令で定める書面を添付しなければなら

ない。 

 

〈コメント〉 

 第２０条のコメントを援用する。 

 

 

第２９条（登記の実施） 

 第２６条（夫婦財産契約登記の所管）第２項に定める職員は，申請書が民法その他の法令に

適合していることを確認した後でなければ，登記してはならない。 

 

〈コメント〉 

 第２１条のコメントを援用する。 
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第３０条（変更登記等） 

（１）夫婦財産契約登記に記載された事項に変更があったときは，夫婦又は夫婦となるべき者

は，その旨の変更の登記を申請しなければならない。 

（２）夫婦の婚姻が解消し，又は夫婦となるべき者の婚約が解消したときは，夫婦又は夫婦と

なるべき者は，共同で夫婦財産契約登記の抹消を申請しなければならない。 

（３）第２項の規定にかかわらず，次に掲げる事由があるときは，次に掲げる者は，単独で夫

婦財産契約登記の抹消を申請することができる。 

 １ 配偶者の一方が死亡したとき    生存している配偶者 

 ２ 婚姻解消の確定判決において財産分与の判断がされているとき    元配偶者の一方 

 ３ 民事非訟法事件手続法の規定に基づき裁判所で婚姻解消に伴う財産分与の裁判がされ，

その裁判が確定したとき    元配偶者の一方 

 ４ 婚約解消に基づく請求についての確定判決において婚約解消の事実が明らかであるとき 

   当事者の一方 

（４）第１項及び第２項の申請に当たり，申請書に記載すべき事項及び申請書に添付すべき書

類は，司法省令でこれを定める。 

 

〈コメント〉 

 本条は，変更登記等を定める。具体的な登記手続は，省令で定める。紙方式の場合は，変更

後の登記事項のすべてを申請書の別用紙に記載してもらい，それを新登記として扱い，従前の

用紙は，閉鎖登記として，ファイルの後ろに綴ることが考えられる。あるいは，変更箇所のみ

の新旧対照を作成させることも考えられる。コンピュータ方式の場合は，フォルダの中で，新，

旧を入れ替え，旧は閉鎖登記として，子フォルダに入れ込むことが考えられる。 

 なお，登記用紙が閉鎖された後も，旧は閉鎖登記として当分の間保存し，次条の証明が可能

とする。 

 

 

第３１条（証明） 

 何人も，手数料を支払って，夫婦財産契約登記に記載された事項の証明又は記載されていな

いことの証明を求めることができる。 

 

〈コメント〉 

 本条は，登記の記載事項証明について定める。法人登記とは異なり，申請書やその添付書類

の閲覧の必要性は乏しいと思われる。なのにこれを保存する理由は，夫婦間における夫婦財産

契約や変更の有無が争いになったとき，裁判所からの書類の取寄嘱託に応じて裁判資料とする

ためである。 
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第３２条（司法省令及び経済財務省令への委任） 

 申請書の様式，証明その他夫婦財産契約登記に関して必要な事項は，司法省令でこれを定め

る。 

 手数料の額は，司法省及び経済財務省の共同省令でこれを定める。 

 

〈コメント〉 

 委任規定である。 
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第５章 経過規定 
 

〈コメント〉 

 経過規定は，既存の法令の改廃に伴うものであるから，本章の規定は「第７章 現行法規の

廃止及び改正」の後に置くのが論理的である。しかしながら，第７章は，実際に用いる条文で

はないので，後に置くこととし，実際に活用する経過規定を先に位置することとした。 

 

第３３条（未成年者に対する営業の許可） 

 親権者が適用期日前にした未成年者に対する営業の許可は，民法第２０条（営業を許された

未成年者）第１項の規定に基づく営業の許可とみなす。 

 

〈コメント〉 

 民法２０条は，１項で，「親権者又は未成年後見人により一種または数種の営業を許された

未成年者は，その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。」と，未成年者に対する

親権者等による営業許可を定めている。親権者が適用期日前においても未成年者に対して営業

許可をしていることが考えられるが，この営業許可は，民法の規定に基づく許可ではないこと

から，本条において，民法の規定に基づくものと定めて，法的効力を与えたものである。 

 なお，現在，未成年後見人の制度はないから，その言及はない。事実上の後見人については，

従前の例による。もっとも，適用期日後は，そのような者が法定代理人とされることはなく，

法律行為をすることができない。 

 未成年者の能力に関し，民法２１条２項は，未成年者の婚姻による親権解放を規定している

ところ，この規定は，婚姻状態にあることにより自立を擬制し，親権解放する趣旨であるから，

未成年者が適用期日前に婚姻した場合でも，適用期日後は，同項の規定が適用されると解され

る。そこで，これに関する経過規定を設けていない。 

 また，未成年者の労働行為を定めた民法２３条については，労働法１８１条が，「親権解放

されていない１８歳未満の子は，男女を問わず，後見人の同意がない限り，労働契約を締結す

ることができない。」と定めていることから，その調整が問題となるが，民法２３条は，親権

者等が未成年者を代理して労働契約を締結できないとしており，未成年者自身が締結する労働

契約は労働法に委ねていると解されるし，また，民法２０条に基づき営業を許された未成年者

は，その限りで一部親権解放されたものと評価することができ，労働法にいう親権解放された

未成年者に該当するということができるから，その間に抵触はなく，調整は不要である。なお，

適用期日前は，親権者等が未成年者を代理して労働契約を締結することができるかどうか定か

ではないが，民法２３条１項と矛盾して，その労働契約が有効と扱われていても，継続的関係

として，適用期日後に同条３項の規定で解除することができるから，調整規定を設けていない。 

 

 

第３４条（適用期日前から存在する社団又は財団の扱い） 

（１）適用期日前に，すでに２０００万リエル以上の独立した財産を有する社団で営利を目的

としない社団又は２億リエル以上の独立した財産を有する財団で公益を目的とする財団は，第
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２項以下に定める手続をとらなければならない。２０００万リエルに満たないものの独立した

財産を有する社団で，民法第１０１条（設立および定款）に定める無限責任社団法人に当たる

社団も同様とする。 

（２）第１項の社団が民法第８２条（設立および定款）に定める有限責任社団法人に当たる場

合，その代表者は，同条第２項に定める事項その他社員が定めた事項を記載した書面を作成し，

その書面について，適用期日から３月以内に，公証人の認証を受けることを要する。 

（３）第１項の社団が民法第１０１条（設立および定款）に定める無限責任社団法人に当たる

場合，その代表者は，同条第２項に定める事項その他社員が定めた事項を記載した書面を作成

し，その書面について，適用期日から３月以内に，公証人の認証を受けることを要する。 

（４）第１項の財団が民法第１１０条（設立および定款）に定める財団法人に当たる場合，そ

の代表者は，同条第２項に定める事項その他財産を拠出した者が定めた事項を記載した書面を

作成して，公証人の認証を受けた上で，適用期日から３月以内に，監督官庁にその書面を提出

し，その許可を受けることを要する。ただし，監督官庁は，その書面が民法その他の法令に反

するとき又は公益のため必要と認めるときは，その変更を命ずることを要する。 

（５）第２項ないし第４項の書面は，公証人の認証を受けたときから，定款としての効力を有

する。 

（６）適用期日前に政令又は省令を根拠として設立された社団又は財団については，第２項か

ら第５項までの適用上，公証人の認証又は監督官庁の許可は，適用期日において，なされたも

のとみなす。 

 

〈コメント〉 

 本条は，第３７条と相まって，適用期日前から存在する非営利を目的とする社団及び公益を

目的とする財団で，すでに独立した財産を有するものが一定の手続を執った場合に，そのよう

な社団又は財団に対し，適用期日に遡って法人格を付与するための規定である。本条の規定が

なければ，上記のような社団又は財団が法人格を持つためには民法で定める手続を踏み，かつ

登記をすることを要するため，適用期日の日に法人格を得ることは不可能であるが，本条は，

適用期日前からの連続性を与え，法的な安定を与えるために存在する。 

 第１項は，民法８３条では有限責任の社団法人は２０００万リエル以上の，また，民法１１

１条では財団法人は２億リエル以上の財産を有していないといけないので，それ以上の財産を

有している社団又は財団のみにつき，簡易法人化の途を開いている。なお，無限責任社団法人

に当たる場合は，財産の額に制限はないので，同項ただし書は，そのための規定である。 

 ２項以下は，それぞれの法人の種類に応じて民法が定める書面を作成し，公証人の認証を受

けるべきことを定めた。法的安定性を図るため，期間を適用期日から３月以内に限定した。な

お，１項に定める社団又は財団がこれらの期間内に手続を執らないときは，民法の規定に基づ

き法人を設立するしかなく，そのときは，設立登記の時に法人格が付与される。 

 ５項は，法人の定款は８２条３項，１０１条３項及び民法１１０条３項が公証人の認証の段

階で効力を有すると規定していることと平仄合わせて規定している。 
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第３５条（適用期日前からの社団又は財団の登記等） 

（１）第３４条（適用期日前から存在する社団又は財団の扱い）第１項の社団又は財団の代表

者が同条第２項ないし第４項の規定に従い公証人の認証又は監督官庁の許可を得たときは，２

週間以内に司法省において以下の登記をすることを要する。 

  １ 民法第５０条（登記事項）に定めた事項 

  ２ 公証人による認証の年月日又は監督官庁の認可の年月日 

（２）第１項の期間は，公証人から認証証書を受領した日又は許可書が到達した日から起算す

る。 

 

〈コメント〉 

 本条は，適用期日前からの社団又は財団で第３４条１項に該当するものについて，登記手続

を定めた規定である。適用期日前からの社団又は財団は， 

民法第50条（登記事項）に定めた事項 

公証人による認証の年月日又は監督官庁の認可の年月日 
を登記すべきものとしている。 

ところで，設立時の登記事項として，民法は， 

有限責任社団法人に関する登記事項（87条） 

無限責任社団法人に関する登記事項（102条） 

財団法人に関する登記事項（115条） 

を定めているが，民法適用法35条ではこれらを登記事項として要求していない。 

 これは，登記に関しては，民法50条に関する登記事項さえ登記しておけば，権利能力（ある

いは行為能力）の範囲，代表者，定款所定の解散事由等を第三者に対抗させることができるた

め，最低限これだけ登記をすればよいことから，既存法人の簡易法人化のためには，経過措置

として，この登記を要求したものである。民法自体は既に適用されていることから，省令で8

7条等の事項も登記すべきことを要求し，もっとも，これがなくても却下はしないとの取り扱

いをすることが考えられる。 

  なお，民法適用法35条の登記は，設立登記そのものではないが，設立登記に準じて考え，申

請書及び添付書類は，設立登記とほぼ同様に取り扱うのが相当と考える。 
 

 

第３６条（財産目録又は社員名簿） 

 第３４条（適用期日前から存在する社団又は財団の扱い）第１項の社団又は財団が財産目録

又は社員名簿を備えていない場合は，適用期日後遅滞なくこれを調製し，各事務所に備え置く

ことを要する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，民法５５条で法人は財産目録又は社員名簿を備えるべきことを定めているので，そ

の確保のための規定である。 
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第３７条（法人の設立時期の特則） 

 第３４条（適用期日前から存在する社団又は財団の扱い）第１項に規定する社団又は財団が

同条第２項ないし第４項及び第３５条（適用期日前からの社団又は財団の登記等）に定める手

続をこれらの規定に定める期日までに履行したときは，その社団又は財団は，適用期日に遡っ

て法人格を有するものとみなす。 

 

〈修正コメント〉 

 本条は，第３４条１項に定める適用期日前から存在する社団又は財団が同条や第３５条に定

める手続を行ったときは，その社団又は財団は，適用期日に遡って法人格を有するものとみな

し，適用期日前からの連続性を与え，法的な安定を与えるための規定である。 

 なお，カンボジアの民事訴訟法では，法人格のない団体に訴訟能力を認めていないので，適

用期日前から存在する社団又は財団は，本条に定める登記をするまでは，訴えを提起すること

ができない。しかしながら，誤って訴えを提起した場合は，本来ならば，不適法として却下さ

れることとなるが，第３４条及び第３５条に定める手続を践み，登記されると，追完されるこ

ととなろう。 

 

 

第３８条（適用期日前から存続する物権の効力） 

（１）民法第３編で定めた物権は，適用期日前に発生したものであっても，適用期日以降は民

法に定める効力を有する。 

（２）第８０条（土地法の一部改正）の規定に基づく改正前の２００１年土地法に基づく長期

賃借権，用益権，使用権・居住権又は契約による地役権は，適用期日以降は，それぞれ，民法

に基づく永借権，用益権，使用権・居住権又は地役権とみなす。この場合において，これらの

権利の存続期間は，２００１年土地法に基づき設定された日から起算する。 

 

〈コメント〉 

 １項は，日本の民法施行法３６条と同趣旨の規定であり，２００１年土地法に定める所有権

安堵の規定に基づき適用期日前に発生していた所有権等，適用期日前に発生した物権について

の適用期日後の効力を定めた規定である。同項の結果，例えば，ある土地が土地法１６８条で

定める非分割所有(undivided ownership)の目的となっている場合において，土地の管理又は分

割に関して非分割所有者が行った合意は，適用期日後は，民法２０８条（共有物の管理）に基

づき決定された管理に関する事項又は２１１条（共有物の分割請求権）に基づき締結した契約

としての効力を有することとなる。 

 ２項は，物権の根拠法令が土地法から民法に移行して異なることとなるので，規定したもの

である。２項第２文は，存続期間が適用期日から起算されないための念のための規定である。

なお，第４１条では，適用期日前からの長期賃借権の存続期間についての特則を定めている。 

 本条に関して，解釈上問題となり得る点は，次のとおりである。 
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 まず，土地法は１４４条以下において自然による地役権の規定を設けているが，民法では自

然による地役権の定めがない。しかしながら，民法では，１４３条から１５４条まで土地に関

する相隣関係の規定が置かれており，この規定は，土地法１４４条以下の自然による地役権に

関する規定とほぼ同一内容である。そして，適用期日前から存在する土地所有権については，

本条の規定に基づき適用期日後は民法の所有権に関する規定が適用されるので，当然に１４３

条から１５４条まで土地に関する相隣関係の規定も適用される。 

 次に，土地法上，正規の証書によらない制限物権の設定は効力を有しないが，制限物権を正

規の証書で設定したものの適用期日当時登記未了の場合は，本条１項に基づき民法による制限

物権として登記することができるものと解される。このため，第５６条の規定を設けている。 

  さらに，適用期日前から占有又は準占有がある場合についても，本条１項が適用され，適用

期日以降はこの法律に定める効力を有する。したがって，適用期日前に占有を奪われていたと

きでも，占有を奪われた時が適用期日よりも１年未満であれば占有物返還請求ができることと

なる。また，占有は事実状態であり，適用期日前から占有している物についても時効取得がで

きる。時効取得の要件は，事実たる占有が一定年度継続することであり，その完成が適用期日

以降ならば，第５条１項及び本条１項に基づき，民法が適用されるからである。なお，不動産

についての特別の占有者の保護に関する民法２４２条及び２４３条の規定は，適用期日前の占

有についてもそのまま適用され，例えば，民法２４３条３項の適用については，適用期日の３

年以内に占有を侵害されていても適用することができる。 

 しかし，有益費用償還等については，有益費用の支出等が第５条１項にいう「事項」と解さ

れるから，民法の規定が適用されるのは，適用期日後になされた有益費用に限られる。この点

は，後注の費用償還請求権等（民法６０４条，６２８条，６４６条，６８６条，７３４条）と

同旨である。なお，有益費用償還請求権自体は債権であるが，合意に基づき発生するものでは

なく，法律の規定に基づき発生する法定債権である。そこで，有益費用の支出等債権発生の原

因行為が適用期日後（法律が適用された後）になされることを要することは当然である。 

 

 

第３９条（適用期日前からの動産占有） 

（１）適用期日前から動産を占有する者が民法第１９３条（動産所有権の善意取得）に規定す

る要件を具備するときは，適用期日においてその動産の上に行使する権利を取得する。この場

合，所有権譲渡契約の効力に関しては，民法１９３条を適用する限りにおいて，民法の規定を

適用する。 

（２）第１項の規定は，民法第１９４条（盗品，遺失物の譲渡）の規定の適用を妨げるもので

はない。 

 

〈コメント〉 

 １項は，事実上，動産所有権の善意取得に関する民法１９３条を遡及適用させるための規定

である。日本の民法施行法３９条と同趣旨の規定であって，動産の善意取得者を保護するため

に設けている。同項後段は，民法では他人物売買は有効であるのに（５３１条２項），政令３

８号の３５条が他人物売買を無効としているため，適用期日前の他人物売買については，民法

１９３条が定める「有効な所有権譲渡契約」の要件を満たさないこととなるので，所有権譲渡
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契約の効力に関しては民法の規定を遡及適用するものとして，適用期日後に同条を適用する場

合と同様の状況にするための規定である。なお，売主又は真の所有者が適用期日前に買主を相

手に目的物の返還請求訴訟を提起していたところ，適用期日が到来したような場合は，買主が

本条の規定を援用して善意取得を主張することは，権利乱用となって許されないと解されよう。 

 ２項は，適用期日前に動産が善意取得されたとしても，当該動産が盗品や遺失物の場合は，

従来の所有者を保護するために，民法１９４条を適用させる必要があるので，念のため，この

点を明示した規定である。 

 

 

第４０条（適用期日前の添付） 

（１）適用期日前から民法第１９８条（動産の付合，混和，融合）又は同法第１９９条（動産

の加工）の規定によれば所有権を取得したであろう状況にある者は，適用期日以降は，民法の

規定に従い単独又は共有の所有権者とみなす。ただし，第三者が正当に取得した権利を妨げな

い。 

（２）第１項の規定を適用した結果権利を失った者は，民法第２０１条（添付と償金請求権）

の規定に従い，償金を請求することができる。 

 

〈コメント〉 

 本条は，適用期日前に所有者の異なる複数の動産が付合，混和，融合又は加工により添付さ

れている場合に関する規定である。１項は，この場合に，一物一権主義を貫き，民法の定める

物権制度に移行するための規定であり，日本の民法施行法４２条の規定に準拠した。 

 ２項は，このような動産の添付により権利の喪失者がいるときのための，償金に関する規定

である。 

 

 

第４１条（適用期日前からの長期賃借権の存続期間） 

 適用期日前に２００１年土地法に基づき設定された長期賃借権でその残存期間が適用期日に

おいて５０年を超えるものについては，民法第２４７条（永借権の存続期間）第１項の規定に

かかわらず，約定された期間存続する。ただし，その残存期間が適用期日において９９年を超

えるものについては，その存続期間は，適用期日から９９年とする。 

 

〈コメント〉 

 本条は，適用期日前に２００１年土地法に基づき設定された長期賃借権の存続期間に関する

規定である。民法２４４条によれば，存続期間が１５年以上の長期賃借権は，永借権という物

権とされるが，民法２４７条によれば，永借権の存続期間は５０年を超えることができず，５

０年を超える期間をもっては，永借権を設定したときは，これを５０年に短縮することとされ

ている。他方，土地法上，長期賃借権についてはこのような期間の制限はない。そこで，土地

法に基づく長期賃借権には存続期間が５０年を超えるものがあり得るが，そのような長期賃借

権であっても，適用期日後は，民法中，永借権に関する規定適用されることから，残存期間に
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疑義が生ずるので，本条が設けられている。本条では，適用期日において残存期間が５０年を

超えるものであっても，いわば既得権として約定の期間，長期賃借権（適用期日後は，永借権）

が存続するものとした。もっとも，あまりにも長期なものは，民法２４７条が上記のとおり定

めている趣旨にそぐわないので，本条ただし書に基づき，残存期間が適用期日において９９年

を超えるものについては，その存続期間は，適用期日から９９年に短縮するものとした。 

 

 

第４２条（損害保険に付された用益権） 

 適用期日前に２００１年土地法に基づき設定された用益権でその目的物に損害保険が付され

ているものについては，適用期日後であっても，適用期日前に支払われた保険金により付保さ

れている間に当該目的物が不可抗力により破壊された場合において，所有者又は用益権者のい

ずれかが保険金を受領したときは，他方は，その保険金をもって目的物を修理し，又は再築す

ることを求めることができる。 

 

〈コメント〉 

 土地法１３１条２項では，目的物に損害保険が付されている用益権については，当該目的物

が破壊された場合において，所有者又は用益権者のいずれかが保険金を受領したときは，他方

は，その保険金をもって目的物を修理し，又は再築することを求めることができることが定め

られている。他方，民法ではそのような規定はなく，その調整を図る必要がある。本条は，こ

のための規定であり，適用期日前に支払われた保険金により，適用期日後であっても付保され

ている間に目的物が破壊された場合は，土地法１３１条２項を適用する場合と同様に，相手方

を保護することとした。なお，適用期日前に保険契約が締結されていても，保険金の支払いが

適用期日後となった場合は，既得権とは認めず，民法が適用され，相手方には従前のような保

護が与えられない。 

 なお，土地法１３１条２項のような規定を民法に置かなかったのは，目的物が不可抗力によ

り破壊された場合において一方に重い負担をかけるのは適当でないこと，保険は自分のために

保険金を負担してかけているのであるから，自分が受け取るのが当然であること，当事者が合

意していないのにこの種の規定を設けるのは契約自由・私的自治の原則に反することが理由で

ある。 

 

 

第４３条（登記された使用権および居住権の経過措置） 

 ２００１年土地法に基づき設定された使用権および居住権が２００１年土地法第１３９条の

規定により適用される同法第１２０条第３項の規定に基づき登記されているときは，その使用

権・居住権は，民法第２７７条（使用権および居住権の対抗要件）の規定にかかわらず，目的

物を現実に使用又は居住していなくても，第三者に対抗することができる。 

 

〈コメント〉 

 使用権・居住権は，土地法の下では，同法１３９条１項及び１２０条３項の規定に基づき登
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記することができるので（なお，同法２２９条では，用益権と使用権・居住権の言及を欠くが，

用益権は，同法１２０条３項の規定に基づき登記することができる。），適用期日までに登記

されている使用権・居住権があり得る。他方，民法２７７条では，使用権・居住権の対抗要件

は占有であるが，既に登記がされている場合は，占有の有無を問わず，第三者に対抗すること

を認めるのが適当であり，本条を規定した。 

 

 

第４４条（重利に関する経過措置） 

（１）適用期日前に生じた利息については，民法３１９条（重利）の規定を適用しない。 

（２）民法第５８６条（利息の支払時期および法定重利）第２項の適用についても，第１項と

同様とする。 

 

〈コメント〉 

 本条は，適用期日前に金銭債権について利息が生じた場合，重利があるかどうかに関する規

定である。 

 利息発生の元となる基本的な債権関係については，適用期日前に発生しているから，第５条

１項の規定に基づき，従前の例によることとなるが，支分権である利息債権については，それ

だけを分離して譲渡されることもあり，日々新たに発生する債権として，その発生の時点に応

じて，第５条１項に基づき，従前の例によるか，民法を適用すべきかが分かれることとなる。

そうすると，適用期日後に生ずる利息債権についてのみ，重利の問題が発生しそうであるが，

民法３１９条に定める「催告」が新事実とされ，適用期日前の利息についても適用期日後はす

べて重利計算できるとの解釈が考えられるので，本条を規定し，そのような解釈をすることが

できず，適用期日前に生じた利息については，重利に関する民法３１９条の規定を適用しない

ものとした。 

 ２項は，民法５８６条２項の適用につき同様の措置を採った。 

 本条の結果，利息計算が複雑になる場合は，適用期日後に準消費貸借契約を締結すればよい。 

 

 

第４５条（債務不履行に関する経過規定） 

（１）適用期日前から債務を負担する者が適用期日後においても債務を履行しないときは，そ

の者は，民法の規定に従い不履行の責任を負う。 

（２）第１項の規定は，債権者が債務の履行を受けることを拒み，又はこれを受けることがで

きない場合に，これを準用する。 

（３）適用期日前に締結した契約上の債務を適用期日後において履行する場合には，当該債務

の履行に関しては，民法中の担保責任に関する規定を適用する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，債務不履行に関する経過規定であり，１項と２項は，日本の民法施行法５３条と同

一条文である。 
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 本条は，第５条１項により，適用期日前から債務を負担する者が適用期日前から債務不履行

となっている場合は，従前の法規範によることを当然の前提としている。すなわち，適用期日

前に締結された契約で，履行期日が適用期日前と約定されている場合において，債務者が履行

期日に履行しなかったり（履行遅滞），履行不能となっていたときは，本条は適用されず，債

務不履行という「事項」（第５条１項）が適用期日前に既に生じているから，従前の例による

のである。債権者が解除権の行使や損害賠償請求を適用期日以降にしたとしても，解除権の発

生は適用期日前に発生しているから，従前の例によることとなる。このような場合にまで民法

の規定を適用することは紛争が蒸し返されるおそれがあり，適当ではない。本条は，適用期日

後に債務不履行等となった場合に関する規定である。 

 １項は，適用期日前から債務を負担する者が適用期日後に債務不履行となったときは，その

不履行による法律関係は民法によることを明らかにしている。第５条１項は，従前のものは従

前の例により，適用期日後に生じたものについては民法を適用するとともに（同項本文），継

続的な債権関係については適用期日以降は民法を適用する（同項ただし書）との扱いをしてい

るが，債務の関係についても，これと同じように従前の法秩序と民法との適用区分を定めたも

のである。 

 １項の適用の結果，例えば，適用期日前に適用期日後の期日に目的物の引き渡しをするとの

内容の売買契約がなされた場合において，売主が約定の履行期日に目的物を引き渡さない場合

は，売主は，民法の規定に従い不履行の責任を負うこととなる。この場合は，債務不履行とい

う新たな「事項」（第５条１項）が生じたと評価し得るのであり，債務不履行の結果について

は，民法を適用することとしているのである。ここで注意すべきは，当該契約は，適用期日前

に締結されていることから，債務の内容は旧の法秩序によっているものと解すべきであり，後

に説明する本条３項に該当する場合を除き，不履行の存否自体は，旧法によることである。上

記の例であると，履行日が適用期日後に指定されたとしても，履行期日における債務の履行の

内容及び履行の有無（不履行があったかどうか）は旧の法秩序によることとなる。 

 次に，適用期日前に締結された契約で，適用期日前に債務を一応履行したものの不完全履行

である場合や，その履行の瑕疵が問題となる場合であるが，これらの場合も，従前の例による

こととなる。不完全履行も債務不履行の一つであることや，担保責任は債務不履行と同じよう

に考えられるからである。担保責任が法定責任であると理解した場合も，適用期日前に担保責

任が発生しているから，その法律は旧法によると考えるべきである。もっとも，適用期日前の

契約で，履行日が適用期日前に指定されていたものの，現実の履行が適用期日後となり，債権

者が当該履行を一応受け容れたものの，それが不完全履行となったり瑕疵がある場合は，当事

者間で履行期日を適用期日以降に変更したものとして取り扱い，適用期日後に生じた債務不履

行として，その効果については，民法の規定を適用するのが相当である。もっとも，この場合

は，履行期のみが変更となったのであり，債務の内容は従前のままである。この場合において，

履行に瑕疵があるときは，３項が適用される。 

 ２項は，受領遅滞に関して定めている。適用期日前に締結された契約に関して，適用期日後

に債権者が受領遅滞した場合は，民法４５６条の規定が適用されることとなる。 

 ３項は，適用期日前に締結した契約について，債務者が債務を適用期日後において履行する

場合には，当該債務の履行に関しては，民法中の担保責任に関する規定を適用するものとして

いる。この３項は，当該契約は，適用期日前に締結されていることから，債務の内容は旧の法
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秩序によるとしても，担保責任については，契約で定めることが少なく，法律の定めに従うこ

とが多いため，履行時の法律を適用することとしたのである。担保責任が法定責任であると理

解した場合は，履行することにより法定責任が生ずるはずであるから，履行時の法律によると

することは理解し易いであろう。担保責任を債務不履行責任と考えた場合は，第５条１項の特

則と評価することとなろう。 

 

 

第４６条（金銭債務の特則に関する経過措置） 

 金銭の支払を目的とする債務を負担する者が適用期日前から債務を履行しない場合において

は，適用期日後に発生する損害賠償の額については，民法第３９９条（金銭債務についての特

則）の規定を適用する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，日本の民法施行法５６条と同趣旨の規定である。金銭債務については，金銭が調達

可能であること，損害賠償額の算定に当たり個別事情の考慮が不要であること，その額が明確

であることに着目して，民法は３９９条で金銭債務の特則を定めている。本条を規定した理由

は，民法３９９条の規定は合理的であるので，これをできる限り適用することが相当であるこ

とにある。民法３９９条は適用期日後の損害賠償の額のみについて適用され，適用期日前の損

害金の算定に当たっては従前の例による。 

 

 

第４７条（相殺に関する経過措置） 

（１）適用期日前に発生した債務についても，民法の規定に基づく相殺によりこれを免れるこ

とができる。 

（２）双方の債務が適用期日前に互いに相殺の要件を満たしていた場合は，相殺による債務消

滅の効果は，適用期日に遡って，生ずる。 

 

〈コメント〉 

 本条は，日本の民法施行法５８条と同趣旨の規定である。相殺は弁済の１つの方法であると

ころ，適用期日後は民法の規定による弁済方法も認めるのが適当であるから，本条を規定した。

１項は，そのことを規定したものである。相殺に供する債権は適用期日前に発生しているもの

でも，適用期日後に発生したものでの差し支えない。 

 ２項は，相殺の効果の発生時期の特則である。民法４６６条が相殺の効果の発生時期を債務

が互いに相殺可能となった時期（期限の利益を放棄しない限り，双方うち遅い方の弁済期）に

遡ることを定めており，その時期からは，相殺された債権は利息や遅延損害金が発生しないこ

ととなる。これをそのまま適用すると，民法の規定を遡及して適用し，利息債権等を奪うこと

となる場合も生ずるので，遡及の時期を適用期日に止め，当事者双方の利益を図る必要がある。

このため，２項を規定している。 

 本条の適用の結果，適用期日の４年前に発生した年利２％の利息付きＡ債権と適用期日の１
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年前に発生した年利５％の利息付きＢ債権とを適用期日の１年後に相殺する場合は，相殺時点

では双方とも１０％の利息が発生しているが，相殺では，Ａ債権につき８％の，Ｂ債権につき

５％の利息が発生していることを前提に相殺することとなる。 

 

 

第４８条（消滅時効に関する経過措置） 

（１）適用期日前に時効により消滅していない債権については，民法中の債権消滅時効に関す

る規定を適用する。 

（２）第１項の規定にかかわらず，適用期日前に進行を開始した消滅時効の期間が民法に定め

る債権消滅時効の期間よりも長いときは，従前の法規による消滅時効の期間が経過するまでは，

債権は，消滅時効にかからない。ただし，その残存期間が適用期日から起算して民法に定める

債権消滅時効の期間よりも長いときは，その日から起算して民法の規定を適用する。 

（３）消滅時効の定めのない権利については，適用期日から起算して民法中の債権消滅時効に

関する規定を適用する。 

 

〈コメント〉 

 政令３８号２５条は債権の消滅時効を一律に５年と定めているが，民法は，４８２条で債権

の消滅時効の期間を原則として５年と定めつつ，４８３条で生産者が非商人に対して売却した

商品の代金等について２年間の短期消滅時効を定めている。そこで，政令３８号２５条との調

整が問題となる。また，政令３８号が規定する契約以外の債権関係では，時効により消滅して

いない債権関係があり得る。しかし，時間の経過とともに証拠が散逸することに対処し，また，

権利の上に眠る者は保護しないために存在する消滅時効の制度の趣旨を適用期日前から存在す

る権利関係にも及ぼすことは，法的安定に寄与するものである。そこで，本条は，適用期日前

に時効により消滅していない債権については，民法中の債権消滅時効に関する規定を適用する

ことや，その適用に関する調整をするために設けられた。本条は，日本の民法施行法２９条か

ら３２条までの規定を参考とする。 

 １項は，適用期日前に時効により消滅していない債権については，民法中の債権消滅時効に

関する規定を適用すると定め，上記の趣旨に沿った原則を定めている。 

 ２項は，時効期間の調整を定める。例えば，適用期日の２年前に生産者が非商人に対して品

物を売却した場合を考えると，この法律で何も規定しないと政令３８号２５条の５年が適用さ

れることとなる。しかし，この場合も，１項により民法の短期消滅時効を適用して早期決着を

図るのが適当であるが，そのようにした場合，当該債務は適用期日の到来と同時に消滅時効に

罹ることとなる。それでは債権者にとっては不意打ちとなるので，適用期日から２年間で消滅

時効にかかるものとした。 

 ３項は，上記の趣旨を貫くため，消滅時効の定めのない権利については，適用期日から起算

して民法中の債権消滅時効に関する規定を適用するものとした。同項の適用に当たり注意を要

するのは，民法１３０１条以下の相続回復請求に関する規定は，適用期日前に生じた相続に適

用されるものではないことである。仮に，相続人でない者が誤って相続していた場合は，当該

者が相続したとして占有する財産を時効取得するということで，問題解決を図ることとなろう。 
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第４９条（時効の中断及び完成停止に関する規定の適用の始期） 

 第４８条（消滅時効に関する経過措置）の規定を適用する場合においては，民法の消滅時効

の中断及び完成停止に関する規定は，適用期日からこれを適用する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，前条の規定に基づき民法の消滅時効に関する規定を適用する場合における時効の中

断及び完成停止に関する規定である。前条の規定に基づき民法の消滅時効に関する規定を適用

するときは，民法による時効の中断及び完成停止に関する規定も適用するのが相当であるので，

日本の民法施行法３３条の規定を参考として，そのように定めている。 

 

 

第５０条（法定期間への準用） 

 第４８条（消滅時効に関する経過措置）及び第４９条（時効の中断及び停止に関する規定の

適用の始期）の規定は，時効期間の性質を有しない法定期間にこれを準用する。 

 

〈コメント〉 

 日本の民法施行法３４条と同一の規定であり，除斥期間等に関するものであって，念のため

の規定である。 

 

 

第５１条（利息付き消費貸借契約の経過規定） 

 適用期日前に締結された利息付き消費貸借契約の借主が適用期日以降に死亡した場合は，契

約及び契約外責任に関する１９８８年政令第３８号（以下，この法律において「政令第３８号」

という。）第６１条第２文の規定を適用しない。 

 

〈コメント〉 

 利息付き消費貸借契約に関し，政令３８号６１条２文は，「借主が死亡したときは，貸主は

債務の全額の返済を直ちに求めることができ，返済債務は，死者の相続人に移転する。相続人

は，残債務を被相続人の財産から，相続財産が分配される前に支払わなければならない。」と

定めている。これを相続に関する規定と読めば，債務者が適用期日前に死亡した場合は，この

規定を適用し，適用期日以降に死亡した場合は，相続法の規定に従うこととなり，何らの手当

てを要しない。しかし，本条は，利息付き消費貸借契約に関する相続の特則（すなわち，利息

付き消費貸借契約のみに関わる特別な定め）と読めば，債務者が適用期日以降に死亡した場合

も適用される可能性があるので，本条は，このような解釈を封じる目的で，念のため規定した

ものである。このようなことから，相続に関する経過規定としてではなく，消費貸借契約に関

する経過規定として規定している。 
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第５２条（賃借物に瑕疵があるときの経過措置） 

（１）適用期日前に締結された賃貸借契約が適用期日後も存続している場合においては，その

契約について民法第６０５条（賃借物の瑕疵に対する賃貸人の責任）の規定を適用する。この

場合において，同条第６項に定める期間が適用期日前に進行したときは，その期間は，適用期

日から起算して１年以内とする。 

（２）前項の規定は，民法第６０５条（賃借物の瑕疵に対する賃貸人の責任）第６項に定める

１年の期間が適用期日の１年前に経過したときは，適用しない。 

 

〈コメント〉 

 本条は，適用期日前に締結された賃貸借契約の目的物に瑕疵がある場合の救済措置を定める

規定である。第５条１項及び第４５条によれば，債務者がその履行のために債権者に引き渡し

た目的物に瑕疵があるときは，従前の例によることとなり，民法の規定は適用されないが，本

条は，賃貸借契約の継続的性質に鑑み，その例外を規定している。 

 さて，民法６０５条は，賃借物に隠れた瑕疵があるときは，賃借人は，修繕，取り替え，賃

料減額及び解除（解除は目的達成不能のとき）を求めることができるので，上記の理由で，適

用期日前に締結された賃貸借契約が適用期日後も存続している場合には，民法６０５条の規定

を適用することとした。これが本条１項前段の規定の趣旨である。ところで，民法６０５条は，

その６項において，その請求は，瑕疵の事実を知り，又は知るべきであった時から１年以内に

すべきものと定めている。そこで，賃借人が適用期日以降に瑕疵の事実を知り，又は知るべき

事態が生じたときは，６０５条をそのまま適用しても問題は生じない。 

 賃借人が適用期日のはるか前から瑕疵の事実を知り，又は知るべきであった場合にまで遡及

的に救済を与えるのは問題であるので，本条２項では，適用期日の１年よりも前に賃借人が瑕

疵を知る等していたときは，救済から外している。すなわち，本条は，適用期日の１年以内に

瑕疵の事実を知り，又は知るべき事態が生じたときのみ救済を図ることとしたのであるが，こ

の場合，１年の期間は，適用期日から起算することとした（１項後段）。 

 

 

第５３条（不当利得に関する経過措置） 

 適用期日前に生じた不当利得についても，民法第７４１条（不法原因給付）の規定を適用す

る。 

 

〈コメント〉 

 民法７４１条は，不当利得が，契約が公序良俗に反して無効であることを理由に生じたよう

な場合は，返還請求は認められないことを定めているところ，適用期日前に生じた不当利得に

ついても，このような制限を設けるのが相当なので，本条を規定した。なお，民法７４１条は

「返還請求は認められない」としていて，返還行為自体を無効としているわけではないので，

このような不当利得でも適用期日前に既に返還がなされている場合には本条の適用の余地はな

く，本条のように民法７４１条を遡及適用することとしても，紛争の蒸し返しはないと考えら

れる。 
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第５４条（適用期日前からの債務担保） 

（１）民法で定めた担保物権は，適用期日前に発生したものであっても，適用期日以降は民法

に定める効力を有する。 

（２）２００１年土地法に基づく質権又は抵当権は，適用期日以降は，それぞれ，民法に基づ

く質権又は抵当権とみなす。 

（３）適用期日前に設定された権利質で，適用期日前から第三債務者その他の第三者に対して

対抗することができるものは，適用期日後においても，第三債務者その他の第三者に対して対

抗することができる。 

（４）政令第３８号に基づく担保個人財産(secured personal property)は，適用期日以降は，

民法に基づく動産質とみなす。 

 

〈コメント〉 

 本条は，適用期日前から存在する担保物権について，民法が定める担保物権との調整を定め

るための規定である。担保物権も物権法定主義の適用を受け，民法が適用された後は，他に特

別法が制定されない限り，民法が定める担保物権しか存在しないからである。 

 １項は，日本の民法施行法３６条と同趣旨の移行規定である。２項では質権や抵当権に関す

る移行を定めているが，これ以外に１項本文が必要なのは，土地法に定めのない動産質権と譲

渡担保権につき民法を適用させるためである。 

 なお，先取特権は，債権の発生時期に先取特権発生の根拠法が必要であり，従前の法律中，

先取特権は存在しないので，解釈上，１項は空振りとなる。民法の規定による先取特権につい

ては，既存の債権については及ばない。 

 ２項は，第３８条２項と同趣旨の規定であり，根拠法令が異なるので，みなし規定を置いた。 

 ３項は，権利質につき，適用期日前から従前の法秩序に基づき対抗要件を備えていると評価

されるものについては，適用期日以降においても，保護するための規定である。対抗要件を具

備していないものは，当事者間で効力があったとしても，第三者に対する関係では対抗力を有

しない。これは，特に保護する必要がないと考えられる。なお，適用期日前に設定された権利

質の効力については，従前の法規範が適用される。同一債権について，適用期日後，民法の規

定に基づき権利質が設定された場合であっても，適用期日前に設定された権利質が適用期日前

から第三債務者その他の第三者に対して対抗することができるときは，従前から設定されてい

る権利質が優先する。 

 ４項は，政令３８号６４条以降に定める担保個人財産(secured personal property)に関する

規定であり，この担保個人財産は，民法上の動産質と殆ど変わらないので，このようなみなし

規定を置いて連続性を持たせた。 

 

 

第５５条（質(gage)の取扱い） 

（１）２００１年土地法に基づく質(gage)は，適用期日以降は，民法に基づく抵当権とみなす。 
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（２）質(gage)の設定登記は，第１項の規定によりみなされた抵当権についての設定登記とみ

なす。ただし，当事者が抵当権の設定登記をするとともに質(gage)の設定登記を抹消すること

を妨げない。 

（３）質(gage)の権利者は，設定者に対し，適用期日後速やかに所有権を証明する証書を返

還しなければならない。 

 

〈コメント〉 

 本条は，土地法に定める質(gage)の取扱いに関する規定である。土地法では，これを担保物

権として規定しているが，民法では「質(gage)」を担保物権としては認めていないので，両者

の法律間の調整を要する。そして，質(gage)については，土地法２１９条が「not the property 

itself but the ownership title」を remit する（不動産そのものではなく所有権証書を付託

する）と規定しており，法制度としては占有を前提としていないので（占有があるとしても，

それは別途の契約に基づくから，移行に当たって考慮することを要しない），民法に定める不

動産担保権とすれば抵当権に移行するのが適当であるから，抵当権とみなすこととした。 

 １項は，このためのみなし規定である。 

 ２項は，登記に関するみなし規定である。土地法上，質(gage)については登記が成立要件で

あり，必ず登記がされているので，このようなみなし規定を設け，登記の効力を維持した。た

だし書は，本来の抵当権設定登記をして質(gage)の設定登記を抹消することが考えられるので，

これをしたければできることを規定した念のための規定である。 

 なお，本条は，土地法に基づき成立した質(gage)に関する規定であるため，登記されていな

い事実上の質(gage)には適用されない。したがって，登記されていない事実上の質(gage)は，

登記未了の抵当権ということができない。 

 ３項は，証書の返還請求である。質(gage)では，債務者が債権者に所有権証書を付託して

いるが，抵当権では，そのような証書の付託が必要ないので，質(gage)が本条の規定に基づ

き抵当権に移行する適用期日後は，速やかに所有権を証明する証書を返還しなければならな

いことを定めたのである。なお，抵当権設定登記との引換えも考えられるが，みなし登記が

あるので，そのような取扱いをしなかった。 

 

 

第５６条（登記未了の担保物権設定契約の取扱い） 

（１）２００１年土地法第２０７条に規定する公正証書により質権の設定契約が締結され，目

的物の引渡しが完了したものの，適用期日前に登記がされていない場合には，適用期日から質

権としての効力を生ずる。 

（２）２００１年土地法第２０１条に規定する公正証書により抵当権の設定契約が締結された

ものの，適用期日前に登記がされていない場合には，適用期日から抵当権としての効力を生ず

る。 

（３）２００１年土地法第２２０条に規定する公正証書により質(gage)の設定契約が締結され

たものの，適用期日前に登記がされていない場合には，適用期日において抵当権の設定契約が

締結されたものとみなす。 
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（４）第３項の規定によりみなされた抵当権について，その設定登記がなされたときは，権利

者は，設定者に対して所有権を証明する証書を返還しなければならない。 

 

〈コメント〉 

 本条は，登記未了の担保物権設定契約の取扱いを定める規定である。土地法では，登記未了

の担保物権は効力が発生していないが，民法では，担保物権の設定については，登記は効力要

件ではなく，対抗要件であるので，適用期日前に土地法に基づき設定契約が締結された担保物

権についても，同様の扱いをするとともに，民法への移行を規定している。なお，民法では，

質権も抵当権も，設定契約自体は，書面によることを要しないが（民法８４３条，８３９条。

もっとも，質権は，要物契約である。８１８条），土地法では，いずれも書面によることを要

しているので，適用期日において，本条に基づき民法上の担保物権と認めるために，両者の法

律上の要件を考慮している。 

 １項は，質権に関する規定であり，土地法２０７条では，質権は，公正証書(writing in 

authentic form)により設定契約が締結され，登記されることを要するが，登記未了のものでも，

公正証書(writing in authentic form)により設定契約が締結され，かつ，目的物の引渡しが完

了したもの（民法８１８条）については，適用期日から質権としての効力を生ずるものとした。 

 ２項は，抵当権に関する規定であり，土地法２０１条では，抵当権は，公正証書(authentic 

formula)により設定契約が締結され，登記されることを要するが，登記未了のものでも，公正

証書(authentic formula)により設定契約が締結されたものについては，適用期日から抵当権と

しての効力を生ずるものとした。 

 ３項は，質(gage)に関する規定であり，土地法２２０条は，抵当権に関する同法土地法２０

１条と同じ要件を規定しているので，抵当権と同一の要件としたが，なお，抵当権への変換が

必要なので２項とは別項として規定した。 

 ４項は，質(gage)が適用期日後に抵当権として登記された場合の証書の返還を規定した。 

 なお，「公正証書」と規定するだけでは，この法律に基づく公正証書の誤解を与え，第１１

条１項の適用の可能性があるので，これを排除するため，土地法の規定に基づくものであるこ

とを明らかにした。 

 

 

第５７条（不動産質の存続期間） 

 適用期日前に設定された不動産質でその残存期間が適用期日において５年を超えるものにつ

いては，その存続期間は，適用期日から５年とする。 

 

〈コメント〉 

 不動産質の存続期間については，土地法２０９条２項では１０年間と定めているのに，民法

８３８条１項では５年間と定めており，移行に当たって，両者の調整が必要である。本条はこ

のための規定である。 
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第５８条（包括根保証の確定） 

 適用期日前に，主たる債務の発生の基礎となる継続的法律関係が特定されないものとして根

保証契約が締結されている場合においては，その根保証契約の被担保債権の元本は，適用期日

において確定する。 

 

〈コメント〉 

 適用期日前に包括根保証契約が締結されている場合，第５条１項の規定の趣旨からすれば，

適用期日後は，民法の規定が適用されることとなる。しかし，民法９０２条１項では包括根保

証は無効とされているので，そのような包括根保証契約の効力が問題となる。本条は，適用期

日前に締結された包括根保証契約については，その被担保債権の元本が適用期日において確定

するものとして，適用期日までに生じた被担保債務のみを担保することとして，その調整を図

った。 

 

 

第５９条（配偶者の失踪） 

 適用期日前に１９８９年７月２６日付けディクリー第５６ＫＲ号により公布された婚姻及び

家族に関する法律（以下，この法律において「婚姻家族法」という。）第１０条の規定に基づ

き配偶者の失踪宣告が申し立てられているときは，その失踪宣告については，なお従前の例に

よる。 

 

〈コメント〉 

 婚姻家族法第１０条は，再婚を目的とする配偶者の失踪宣告を定めており，１年の失踪期間

で宣告ができるものとしている。他方，民法では，４１条以下の一般の失踪宣告しか定めてお

らず，しかも原則として５年の失踪期間を必要としている。そこで，両者の調整が必要である

が，適用期日前に婚姻家族法第１０条の規定に基づき配偶者の失踪宣告が申し立てられている

ときは，その失踪宣告については，同条の規定を適用するものとした。これは，婚姻家族法第

１０条の規定に基づく失踪宣告は訴訟手続で審理がなされるところ，民法上の失踪宣告は民事

非訴訟事件手続法によることとなり，手続構造が異なるので，適用期日前に申立てがあった婚

姻家族法第１０条の規定に基づく失踪宣告に新法を適用することが相当でないからである。こ

のような失踪宣告の申立てがされている場合，本条によれば，「なお従前の例による」とされ

るから，この申立ての基づき適用期日後になされる失踪宣告の手続及びその効果は，いずれも

従前の例による。 

 なお，適用期日に婚姻家族法１０条の要件を満たしている場合であっても，手続の申立がな

いときは，適用期日以降は，民法４１条以下を適用することとなるが，申立てをしていない配

偶者のために特別の要件を設けて保護することまで必要はない。また，婚姻家族法１０条の規

定に基づく失踪宣告の効力については，同条を素直に読めば，存続する配偶者が再婚をするこ

とに止まるが，相続まで行っていたことがあるようである。適用期日後は，相続を認めること

に無理があると考えられるが，適用期日前に相続まで行ったものについては，第５条の既得権

等で事態を収拾するのが相当であるので，特別の手当てはされていない。すなわち，失踪者が
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帰還したときは，第５条３項に基づき，民法４４条を衡平(equity)として適用して，財産の回

復を図ることが考えられる。なお，相続回復請求の時効は，真正の相続人による請求に関して

適用されるのであり，被相続人とされた者の請求には適用されない。 

 

 

第６０条（婚姻公告の経過措置） 

 婚姻家族法第１１条から第１３条までの規定に基づきなされた公告は，民法第９５５条（婚

姻の届出・登録）に規定する公告とみなす。 

 

〈コメント〉 

 本条は，婚姻家族法に基づく婚姻公告がされていたところ，身分登録の前に適用期日が到来

した場合の経過措置のための規定である。適用期日後は，婚姻は民法に基づいてしかすること

ができないが，根拠条文の異なる婚姻公告を有効にすることが相当なので，本条を設けた。 

 なお，民法９５５条では，婚姻公告に関する具体的な手続を身分登録令に委ねているが，２

０００年に公布された身分登録に関するサブデクリー第１０３ANK.BK 号においては，婚姻家

族法に定める手続と同様の手続が定められている。 

 

 

第６１条（婚姻に対する異議申立てについての経過措置） 

 第６０条（婚姻公告の経過措置）の場合における婚姻に対する異議については，なお従前の

例による。 

 

〈コメント〉 

 婚姻家族法１５条から２０条までは，婚姻公告があった後の異議申し立てに関する規定であ

る。民法では，この異議の申立てに関しては規定しておらず，９５５条で身分登録令に委ねて

いる。そこで，本条は，身分登録令の経過措置で規定すべきかもしれないが，第６０条で婚姻

公告の経過措置を規定しているので，異議に関する経過措置についても次の条文として規定し

た。本条で「なお，従前の例による。」と定めているのは，この法律第７８条で廃止される婚

姻家族法の異議申立てに関する条文を適用するためであり，「なお，従前の例による。」とい

う規定が根拠となって，婚姻家族法の異議申立てに関する規定及びこれに関する下位の政令等

が適用されることとなる。 

 なお，第６０条で婚姻家族法に基づく公告を民法に定める公告とみなしながら，異議手続を

婚姻家族法に委ねることに違和感を否定することができない。しかし，民法は婚姻家族法で規

定していた婚姻公告に関する具体的な手続を身分登録令に委ねたところ，婚姻家族法に基づき

開始した婚姻公告に関しては，異議手続も同法に委ねるのが相当なので，本条を設けている。 

 

 

第６２条（婚姻取消し等の経過措置） 

（１）適用期日前にした婚姻が婚姻家族法第２１条から第２６条までの規定によって無効を宣
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言することができる場合であっても，民法第９５９条（婚姻の取消）から同法第９６３条（詐

欺・強迫による婚姻の取消）までの規定によれば取り消すことができないときは，その婚姻は，

無効を宣言することができない。 

（２）適用期日前にした婚姻についても，民法第９４８条（婚姻適齢）から同法第９５４条（一

般後見人の婚姻）までに定める事由があるときは，同法第９５９条（婚姻の取消）から同法第

９６３条（詐欺・強迫による婚姻の取消）までの規定に基づき取り消すことができる。この場

合において，当事者が適用期日前に強迫を免れ，適用期日において強迫を免れてから６月の期

間が経過していない婚姻については，同条第２項の規定にかかわらず，当事者が強迫を免れて

から６月を経過するまでは，強迫を理由として婚姻を取り消すことができる。 

（３）民法第９６０条（不適法婚等の取消）に定める者以外の利害関係人が適用期日前に婚姻

家族法第２６条の規定に基づき婚姻無効の宣言を申し立てているときは，その利害関係人は，

適用期日後も当該訴えの原告適格を有する。 

 

〈コメント〉 

 本条は，婚姻家族法と民法とでは婚姻の取消等に関する要件が異なるので，これを調整する

ための規定である。婚姻家族法は，きちがいや精神異常の場合（同法２１条），婚姻適齢より

若年者の婚姻の場合（同法２２条），強迫による場合（同法２３条），重婚の場合（同法２４

条），近親婚の場合（同法２５条）はいずれも無効としている。そして，２１条及び２２条の

場合は追認可能ということができ，２３条ないし２５条の場合には，絶対無効のものもあると

解されているが，同法２６条によれば，いずれも，無効宣言の申立て(annulment complaints)

を経て無効宣言を受ける必要がある。これは，民法９５８条１号の場合も，婚姻は無効としな

がら，新たな婚姻をする前提として，婚姻無効を訴える必要があるのと同様の趣旨であろう。

なお，婚姻家族法２４条２項の解釈上も，無効の宣言があるまでは婚姻があるものとして取り

扱うものと考えられる。 

 他方，民法では，配偶者が婚姻家族法２１条にいうきちがいや精神異常等の場合であっても，

婚姻は無効とされていないので，民法が適用されるようになれば，婚姻は継続的な関係である

ことから，そのことのみを理由に無効宣言をすることができなくなる。もっとも，精神異常等

により婚姻をする意思を欠くときは，民法の下でも無効であるが（民法９５８条１号），それ

以外は，婚姻状態を解消するためには離婚しかなくなる。なお，婚姻家族法の解釈として，絶

対無効とされる場合は，民法が適用されても，絶対無効のままと考えられないことはない。し

かし，この場合でも，無効宣言の申立て(annulment complaints)を経て無効宣言を受ける必要

があるので，一応，婚姻状態があるものとして，適用期日を迎えると解釈することとなる。な

お，婚姻登録がされていない場合は，婚姻家族法下においても，民法下においても，不成立無

効と考えられ，新たな婚姻のためには，無効宣言の申立ては必要ないと解されよう。 

 １項は，包括的な規定である。婚姻家族法上無効宣言をし得るものでも，適用期日以降は，

民法の規定にしたがってのみ取り消すことができるとしている。これは，婚姻制度という公の

秩序に関するものは，既存の婚姻関係についてもなるべく新法である民法を適用するのが相当

であるからである。なお，本条により，適用期日前に訴訟が係属していた場合にも民法を適用

することとなる。たとえば，精神異常は婚姻家族法上，婚姻無効の原因であるが，民法では，

その結果婚姻する意思がないものと認められない限り，無効宣言し得なくなる。 
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 ２項は，婚姻の瑕疵について，強行規定（公序）に関するものとして，民法の遡及適用を規

定した。第５条１項では，適用期日前になされた契約の締結時の瑕疵については民法が適用さ

れないが，本条は，その例外をなすものである。同項ただし書は，婚姻家族法２３条２項が，

強迫による取消期間を the day she or he has been forced（強迫を免れたとき）から６月以

内と定めており，民法９６３条２項に定める３月よりも長いので，救済規定を置いたものであ

る。なお，本条２項では，詐欺取消しについての期間に関する救済規定を設けていないが，こ

れは，詐欺を知りながら永年婚姻を継続しているものにつき，横やりを入れるのは適当ではな

く，法的安定性を確保したためである。 

 ３項は，婚姻家族法２６条では，広く利害関係人が訴えを提起し得るとするが，民法９６０

条では原告適格を制限している。そこで，同条に規定された者以外の者が適用期日前に訴えを

提起していた場合における原告適格についての経過措置が必要となり，本条３項でこれを定め

た。 

 

 

第６３条（離婚原因についての経過措置） 

（１）適用期日前に生じた事実が民法第９７８条（離婚原因）に定める離婚の原因となるとき

は，夫婦の一方は，離婚の訴えを提起することができる。 

（２）適用期日前に提起された離婚訴訟については，婚姻家族法第３９条に定める離婚原因が

あるときも，離婚することができる。この場合においては，民法第９７８条（離婚原因）第２

項及び第３項の規定を準用する。 

 

〈コメント〉 

 離婚原因が婚姻家族法と民法との間でやや異なるので（例，配偶者又はその尊属への侮蔑，

インポテンツ等は，前者では離婚原因であるが，後者では当該事案で９７８条１項５号にいう

「婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき」に該当するかにかかっている。また，両者と

もに離婚原因を限定列挙しているが，民法では５号のような何でも読める抽象的な規定があ

る），両者の調整が必要である。本条は，このための規定である。 

 １項は，離婚原因の遡及適用を規定した。日本の民法施行法７０条は同趣旨の規定である。

これは，適用期日後に離婚することから，民法の離婚原因を斟酌するのが相当であることを理

由とする。 

 ２項では，適用期日前に提起された離婚訴訟については，いずれかの離婚原因があれば離婚

し得るものとした。離婚原因があれば，配偶者は離婚訴訟を提起し得る地位を得るものと考え

られるが，このような既得権については，適用期日前に離婚訴訟提起という行動をしている場

合にのみ保護することとした。もっとも，この場合でも，適用期日後に離婚の裁判をするので

あるから，民法９７８条２項，３項の裁量棄却の制度を適用するのが相当なので，これを準用

するものとした。 
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第６４条（離婚手続に関する経過措置） 

（１）適用期日前に婚姻家族法第４２条の規定に基づきコミューン又はサンカットカウンシル

に対してなされた離婚の申立て及びコミューン又はサンカットカウンシルがした訴状の裁判所

への回付は，民法第９８２条（離婚の訴え）第２項の規定に基づきなされたものとみなす。 

（２）適用期日前に訴えを受理した裁判所が婚姻家族法第４４条の規定に基づき行った保全処

分は，民法第９８３条（保全処分）の規定に基づきなされたものとみなす。 

（３）妻が適用期日前に子を出産し，又は適用期日において子を懐胎しているときは，夫は，

子の出生後１年間離婚を請求することができない。妻が適用期日後３００日以内に子を出産し

たときは，妻は適用期日において子を懐胎していたものと推定する。 

 

〈コメント〉 

 婚姻家族法４１条から６８条までは人事訴訟に関する規定であるが，本条では，このうち，

民法に規定されている部分の経過措置を規定した。 

 婚姻家族法，民法ともに，配偶者が裁判所以外にコミューン又はサンカットカウンシルに対

して離婚の申立てをすることができるものと定めているが，本条は，訴え提起や離婚の申立て

についての調整規定である。 

 １項は，適用期日前にコミューン等に対してなされた離婚の申立てやコミューンがした訴状

の裁判所への回付については，適用期日後は根拠条文が異なるので，みなし規定を置いて，連

続性を持たせた。 

 ２項は，保全処分に関するものである。クメール語では婚姻家族法４４条の規定に基づき行

った「保全処分」と民法９８３条に定める「保全処分」とでは，根拠条文が異なる上に，内容

も異なることが考えられるので，本条でみなし規定を設け，適用期日後も，婚姻家族法４４条

の規定に基づき行った「保全処分」の効力を実質的に確保した。 

 ３項は，離婚請求の制限に関する調整を定めている。婚姻家族法６８条は妻の妊娠中は出生

後１年間は夫から離婚請求できないことを規定しており，これは，離婚の要件を定めた実体規

定と考えることができる。しかしながら，民法ではこの種の規定がなく，事案に応じて９７８

条２項の規定を適用するとの解釈となるが，適用期日において妻が子を懐胎しているときは，

一律に婚姻家族法６８条と同様の規制をするのが適当と考えられるので，３項を規定した。な

お，妻がいつ子を懐胎したかは，外見からは不明なので，推定規定も設けた。 

 

 

第６５条（父子関係の推定等） 

（１）適用期日前に生まれた子についての父子関係の推定及び母の夫等からする父子関係の否

認は，なお従前の例による。 

（２）第１項の規定にかかわらず，適用期日前に生まれた子は，父性推定を受ける者を相手に，

民法第９９１条（子からの父子関係否認の訴え）の規定に基づき，父子関係を否認する訴えを

提起することができる。ただし，この場合における父性推定に関しては，なお従前の例による。 

（３）第１項の規定にかかわらず，適用期日後に父子関係の否認の訴えを提起できる者の適格

については，民法の定めるところによる。ただし，夫の親族が適用期日前に婚姻家族法第８７
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条の規定に基づき夫のために父子関係の否認の訴えを提起しているときは，その親族は，適用

期日後においても，夫のために訴えを維持することができる。 

 

〈コメント〉 

 婚姻家族法８２条から８９条までの規定と民法９８８条から９９２条までの規定では，父子

関係の推定や嫡出否認訴訟の要件等につき，少し異なるので，本条により，その調整を行って

いる。 

 両者を比較すると，次のとおりとなる。 

 ①父子推定 婚姻家族法では，婚姻後１８０日以上，離婚後３００日までを原則としつつ，

婚姻後１８０日未満でも，夫が妻の婚姻前の妊娠を知り，又は認知したときは，夫の子と，前

婚・後婚が重複する場合において，前夫から異議のないときは，後婚の子と推定している。他

方，民法では，婚姻日から１８０日後，離婚後３００日までとし，なお，前婚・後婚が重複す

るときは，後婚の子と推定する。 

 ②嫡出否認期間 婚姻家族法では，子の出生を知ってから２月以内であるが，民法では，同

６月以内とし，また，一般被後見人のときは宣告取消しの日から６月以内とする。 

 ③推定期間内に生まれた子の否認方法 婚姻家族法では，夫が性交渉不能の事実（別居又は

インポテンツ等の身体的欠陥）の証明を要するが，民法では，特にこれに関する定めはない。 

 ④原告適格 婚姻家族法では，夫，夫が失踪，精神異常により訴え提起できないときはその

親族と定めるが，民法では，特にこれに関する定めはない。 

 ⑤子からの否認 婚姻家族法では，規定を欠くが，民法では，成年に達してから６月までは

可能とする。 

 １項は，適用期日前に生まれた子に関する父子の推定等は，原則として婚姻家族法によると

している。これは，父子の推定等については，子の出生当時の法律によるのが相当であるから

である。適用期日後に出生した子については民法を適用することを裏から規定しており，この

規定は，父子推定は，母の懐胎時期から始まるはずであるのに，一部民法を遡及適用する点に

意味がある。なお，「懐胎時」を基準として新・旧の法律を使い分けることは，論理的かもし

れないが，懐胎の時期が不明のため，出生時を基準とした。 

 １項の結果，適用期日前に生まれた子については，適用期日前に提起された訴訟が適用期日

後においても係属する場合はもちろん，適用期日後に訴えが提起された場合も，判決に当たっ

ては，婚姻家族法８２条から８９条までの規定が適用されることとなる。同法８５条では，夫

からする父子関係の否認について子の出生を知った後２月以内に提起すべきものとされてお

り，その期間が経過している場合には，夫は，否認の訴えを提起することができないので，父

子関係は確定する。 

 ２項は，婚姻家族法には，子からする父子関係を否認する訴えが存在しないため，これを遡

及適用するために定められている。子の側からする父子関係の否認は，子が真の父親との間に

法律上の親子関係を築くためにも必要なので，適用期日前に生まれた子についても適用するこ

ととした。 

 ２項のただし書は，同項が子の側からする父子関係の否認を認めるためのものであるが，こ

の場合においても，上記のとおり，父子の推定等については，子の出生当時の法律によるのが

相当であるから，この点を明確にするための規定である。このただし書がなければ，父が否認
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する場合と子が否認する場合とでは，推定規定が異なり，不都合である。 

 ３項は，父子関係の否認の訴えを提起することができる者に関する経過措置である。１項で

述べたとおり，法律上の父子関係がどのような場合に生ずるかに関する実体関係は子の出生当

時の法律によるのが相当であるとしても，誰が否認の訴えを提起し得るかは，これとは別問題

であり，民法の趣旨を生かすことが相当である。婚姻家族法８７条は，民法９９０条，９９１

条に比して広がりすぎであるので制限を加えたこととなる。民法に定める者の訴えの提起期間

は婚姻家族法による。ところで，婚姻家族法８７条では，夫が精神異常のとき等は，その親族

が原告適格を有するので，ただし書は，新法適用後もその訴えを維持できるための経過規定で

ある。婚姻家族法８７条にいう on behalf of が訴訟担当を決めたのか法定代理を決めたのか必

ずしも明らかではないが，いずれでも読めるように規定されている。 

 

 

第６６条（強制認知） 

（１）適用期日において成年に達してから２年以上を経過している者が適用期日前１年以内に

初めて父を知った場合には，婚姻家族法第９７条第１項の規定にかかわらず，適用期日から１

年間は，民法の規定に基づき認知の訴えを提起することができる。この場合においては，同法

第１００１条（認知の訴え）第３項の規定を適用しない。 

（２）適用期日において成年に達してから２年を経過していない者が適用期日において父を知

っている場合には，その者は，民法第１００１条（認知の訴え）第３項及び４項の規定の規定

にかかわらず，適用期日から１年間は，民法の規定に基づき認知の訴えを提起することができ

る。 

 

〈コメント〉 

 強制認知については，「認知」が第５条にいう「事項」に該当するから，適用期日以降の認

知はすべて民法の定めるところによることとなる。しかしながら，婚姻家族法９５条から１０

２条までと，民法１００１条とでは，要件等につき，少し異なるので，婚姻家族法の下では強

制認知が可能であったのに，民法を適用すれば期間が経過するような場合の救済規定を本条で

定めることとした。 

 両者を比較すると，次のとおりとなる。 

 ①提訴期間 婚姻家族法では，子の成人後２年以内であるが，民法では，父を知ってから１

年以内（子が未成年等の場合は，成人後や一般後見解除後１年以内）であり，さらに，子の死

亡後も一定期間可能とする。 

 ②未成年のときの請求権行使者 婚姻家族法では，母に対する認知請求は後見人，父に対す

る認知請求は母又は後見人であるが，民法では，法定代理人とする。この点は，実質的に異な

らない。 

 ③死後認知 婚姻家族法では，規定を欠くが，民法では，父死亡の日から１年以内と定める。 

 １項は，適用期日において成年に達しから２年を経過している者のための経過規定である。

婚姻家族法では成年に達してから２年間を経過すると訴えを提起することができなくなるが，

上記のとおり適用期日後はすべて民法が適用されるので，子が適用期日には成年に達しから２

年を経過しても，民法上は父を知ってから１年間は認知請求できることとなる。しかしながら，
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適用期日において成年に達してから２年以上を経過している者が適用期日前１年以内に初めて

父を知った場合には，民法の定める１年の期間が早期に到来してしまうので，この場合は，始

期を適用期日とし同日から１年間は，民法の規定に基づき認知の訴えを提起することができる

こととして，保護を図ったものである。なお，適用期日において成年に達してから２年以上を

経過している者が，適用期日の時点で父を知ってから既に１年以上経過している場合は，民法

によっても婚姻家族法によっても認知請求できないので，保護の対象としていない。 

 ところで，このように子が適用期日よりも２年以上前に成年に達していた場合は，父は認知

請求されなかったはずであが，この場合における「認知されない」旨の父の既得権は保護する

必要はないものと考えられる。なお，適用期日後は，民法が全面適用されるから，本条１項中

の「婚姻家族法第９７条第１項の規定にかかわらず」の文言は，論理的に不要であるが，わか

りやすさのために規定した。「この場合においては，同法第１００１条（認知の訴え）第３項

の規定を適用しない」の文言も，わかりやすさのために規定している。 

 ２項は，適用期日において成年に達してから２年を経過していない者についての保護規定で

ある。このような者は，婚姻家族法では，父を知っているかどうかを問わず成年に達して２年

間までが訴え提起し得たから，このような者が父を知っていたとしても，民法に定める「父を

知ってから１年間」の制限を緩和する必要がある。同項では，適用期日から１年間は，民法の

規定に基づき認知の訴えを提起することができるものとしたのである。 

 なお，上記以外の経過措置を設けていないので，仮に適用期日前から認知請求があっても，

適用期日後は，民法が適用されることとなる。婚姻家族法は間接事実や証拠等で制限的に規定

しているが，民法は制限を一切設けていないので，より認知がしやすくなる。この場合の，そ

のような間接事実や証拠等がなければ「認知されない」旨の親の既得権は保護する必要はない。

favor paternitatis である。 

 認知に関連して，任意認知については，経過規定を設けていないので，第５条１項本文と２

項が適用され，婚姻家族法による認知は適用期日後も認知としての効力がある。成年に対する

認知について，婚姻家族法９３条は，父から無条件に認知が可能としているが，これについて

の経過措置を設けない。したがって，適用期日後は，成年に達した子を認知するためには，本

人の承諾を要することとなる。 

 また，婚姻家族法１０２条，１０３条では認知後の子の氏について規定があるが，民法では

子の氏に関する規定を欠くため，このための経過措置を設けていない。 

※さらに，婚姻家族法１０６条，１０７条は，人事訴訟の問題であり，民法に経過措置を規定

していない。 

 

 

第６７条（適用期日前になされた養子縁組） 

 適用期日前に婚姻家族法第１１３条の規定に基づき認可された養子契約による縁組について

は，適用期日後は，完全養子縁組に関する民法の規定を適用する。ただし，適用期日前に生じ

た事項を害するものではない。 

 

〈コメント〉 

 民法では，完全養子と単純養子の２種類を定めているが，婚姻家族法には，１種類の養子縁
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組しか規定しておらず，かつ，実親子関係が断絶するかどうかの規定を欠く。しかし，婚姻家

族法上の要件が民法の完全養子縁組に近く，完全養子縁組であると評価し得るので，本条は，

適用期日前になされた養子縁組については完全養子縁組に関する規定を適用するものとしてい

る。ただし書は，実親子関係の断絶がないものとして実親から相続を受けていた場合等は，無

効とならないための経過措置である。 

 

 

第６８条（養子縁組の申立てに関する経過措置） 

 婚姻家族法第１１３条の規定に基づく養子契約による縁組のコミューン又はサンカットカウ

ンシルに対する認可申請中に適用期日が到達した場合は，コミューン又はサンカットカウンシ

ルは，裁判所に当該事件を回付しなければならない。この場合において，コミューン又はサン

カットカウンシルは，意見を付することができ，裁判所は，その意見を考慮しなければならな

い。 

 

〈コメント〉 

 婚姻家族法１１３条によれば，縁組は，養子契約を行い，コミューンカウンシルが認可する

ことにより成立するが，民法１００７条，１０２０条では，裁判所の決定を要する。そこで，

本条では，適用期日以降はコミューンカウンシルが縁組を認可し得なくなるので，その場合の

手続を定めた。本条後段は，民法の適用がなければコミューンカウンシルが縁組を認可してい

たはずであり，このため事実調査もしていることが考えられるので，同カウンシルは，意見を

付することができ，裁判所は，その意見を考慮しなければならないものとして，同カウンシル

の活動の結果も活用するために規定されている。 

 

 

第６９条（離婚後の親権） 

 適用期日前に婚姻家族法第７２条の規定に基づき子を監護すべきものとされた親は，民法第

１０３７条（離婚の際の親権者の決定）の規定により親権者と定められたものとみなす。 

 

〈コメント〉 

 婚姻家族法７２条，７３条等は，親権(parental power)と監護(custody)とを区別しているた

め，本条において，念のため，みなし規定を設けた。 

 

 

第７０条（親権剥奪等の申立に関する経過措置） 

（１）裁判所は，適用期日前に生じた事実により親権又は財産管理の権限の停止又は剥奪を宣

告することができる。 

（２）適用期日前に婚姻家族法第１２０条の規定に基づき親権剥奪の申立てをした者は，民法

第１０４８条（親権者としての権限の停止または剥奪の宣告）の規定にかかわらず，申立人と

しての適格を有する。 
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〈コメント〉 

 本条は，親権剥奪等の申立に関する経過措置を定める規定である。親権剥奪等については，

適用期日後は，基本的に民法の規定を全面的に適用するのが相当であるので，本条の規定を定

めた。 

 １項は，日本の民法施行法７３条の規定と同趣旨の規定であり，親権剥奪等の原因について

は，民法を一部遡及適用している。離婚原因に関する第６３条の規定と軌を一にする。なお，

適用期日前に裁判所がした親権の剥奪（withhold）は，民法１０４８条にいう「親権の剥奪」

に当たるものと解される。 

 ２項は，原告適格の経過措置に関する規定である。第６５条３項の規定と軌を一にする。 

 

 

第７１条（相続に関する規定の適用） 

 相続に関する規定は，適用期日以降に開始した相続に限り，これを適用する。この場合にお

いては，適用期日前に生じた事項についても，相続に関する規定を適用する。 

 

〈コメント〉 

 相続については，被相続人が適用期日以降に死亡した場合に限り，民法を適用することとし

ている。この場合においては，その相続に関しては全面的に民法の規定を適用し（一部遡及と

なる），例えば，適用期日以前に生じた事項（例，相続欠格事由，特別受益，寄与分等）につ

いても当然適用させるため，第２文の規定を設けた。第５条１項の政策とは，少し異なってい

る。 

 なお，相続法関係では，旧民法は実効的支配を失っているので，同法との関係での経過規定

を設けていない。また，土地法との抵触もない。 

 問題は，遺言であるが，遺言の方式に関する特則を設けていない。このため，適用期日前に

作成された遺言で，その当時，方式上有効であると解されているものであっても，遺言者が適

用期日後に死亡した場合は，民法の規定が全面適用される。しかし，現在，旧民法の規定も考

慮して，手書きによる書面で，遺言者の意思が明らかであり，かつ，作成時に遺言能力のあっ

たものは有効なものと取り扱われているところ，これは，民法の定める自筆証書遺言の規定と

実質的に異ならないので，経過規定を設けなかった。 
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第６章 担保取引 
 

<コメント> 

１ 民法と担保取引法の調整に関する基本的な考え方 

（１）民法の適用期日より前に担保取引法によりなされた取引の効力は，民法の適用期日以後

も存続する。 

（２）民法の適用期日後にも担保取引法による取引をそのまま認める（担保取引法については，

そのまま，維持する趣旨である）。 

（３）民法の適用期日以後に担保取引法によりなされた取引と民法の規定との間に齟齬がある

場合は，本章の規定により調整する。 

 

 

第７２条（本章の趣旨） 

（１）この章は，民法に定める動産担保等の取引と２００７年５月２２日付け勅令第ＮＳ／Ｒ

ＫＭ／０５０７／０１２号により公布された担保取引法（以下，この法律において「担保取引

法」という。）に定める取引との調整を図ることを目的とする。 

（２）この章の規定は，担保取引法第１条第２項にいう他の法律を構成する。 

 

＜コメント＞ 

 第１項は，この章の規定が民法と担保取引法との調整を図ることを目的とする趣旨を明らか

にしたものである。すなわち，一方で，民法は，私法の一般法であるというその性質上，担保

権の設定，債権譲渡などあらゆる私法上の行為を対象としており，他方で，担保取引法は，そ

の適用される取引の範囲を，第２条１項に規定しているために，担保取引法第２条１項によっ

て，同法が適用される取引については，民法も適用されることになるので，その調整が必要に

なるのである。しかし，英米法的な法概念によって構成される担保取引法の規定と大陸法的な

法概念によって構成される民法の規定との対応関係を明確にすることは極めて困難である。た

だ，この章の規定が適用の対象として想定しているのは，主として，動産の担保に関して，担

保取引法に民法と異なる規定が置かれている場合であるので，ここでは，「民法に定める動産

担保等の取引」というやや不明確な表現をとっている。担保取引法が適用対象としている行為

は，動産の担保に限らないので，やむを得ず，このような表現をとっているが，この章におい

ては，担保取引法第２条の規定に基づき，同法の規定が適用され得る取引を意味するものとし

て，「取引」ということばを用いている。したがって，「民法上の取引」というのは，担保取

引法の適用範囲とされる取引であって，民法の規定に従ってなされているものを意味する。た

とえば，民法の規定に従って，動産に質権が設定される場合，あるいは，担保の目的で債権譲

渡が行われる場合がその例である。 

 第２項は，この章の規定が，担保取引法第１条２項によって排除されるものではないことを

定めるものである。この章の規定の趣旨からすれば，そのことは当然のこととも考えられるが，

念のために，明文でそのことを明らかにしたものである。 
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第７３条（民法の適用期日より前になされた担保取引の効力） 

 適用期日より前に担保取引法の規定によりなされた取引は，適用期日以後においても，その

効力を有する。 

 

＜コメント＞ 

 原則として，適用期日より前に担保取引法の規定によりなされた取引は，適用期日以後にお

いても，担保取引法で認められたその効力が存続することを定める。 

 

 

第７４条（民法の取引への転換） 

（１）第７３条（民法の適用期日より前になされた担保取引の効力）の取引が民法の定める要

件を満たしている場合において，適用期日から６か月以内に，当事者が民法の規定による取引

に転換する旨の意思を表示したときは，適用期日に民法の規定による取引をしたものとみなす。

ただし，第三者の権利を害することはできない。 

（２）前項の場合において，転換された取引の当事者は担保取引法による取引の効力を主張す

ることができない。 

 

＜コメント＞  

 本条１項は，民法の適用期日後に，民法上の取引として効力を存続させるという選択肢も設

ける趣旨である。その場合に，当事者の意思表示を要件とする。担保取引法は，多様な取引を

対象としているので，「当事者の意思表示」という曖昧な表現にとどめているが，通常は，担

保権設定契約の当事者すなわち，担保権者（債権者）と担保権設定者の合意ということになろ

う。なお，ファイリングの抹消を要件とすることも考えられる。 

 この場合に，民法上の取引として認められるのは，適用期日である。但し書は，民法上の取

引としての効力が生ずるのは，意思表示がなされた時点ではなく，適用期日であるので（遡及

する），その間に生じた第三者の権利を保護する趣旨である。 

 また，民法上の取引に転換したときは，民法上の取引としての効力が認められるにとどまり，

担保取引法による効力は認められない。 

 

 

第７５条（推定規定） 

 適用期日以後においてなされた取引について，その当事者間において，民法の規定によるも

のか担保取引法の規定によるものかが明らかでないときは，民法の規定によるものと推定する。 

 

＜コメント＞ 

 なされた取引が民法によるものか，担保取引法によるものかが明確でない場合の推定規定で

ある。不明確な場合には，民法上の取引と推定しているのは，担保取引法上の取引であれば，

ファイリング等の手続が行われるので，担保取引法上の取引であることが明確であると解され

る（したがって，本条の推定は及ばない）からである。 
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第７６条（担保取引法の取引と民法の取引の優劣） 

 同一の目的物に関して，担保取引法の規定によりなされた取引と民法の規定によりなされた

取引とが両立し得ないときは，第三者に対して，当該取引を対抗することのできる時点の先後

によってその優劣を決定する。 

 

＜コメント＞ 

 本条は，民法上の取引と担保取引法上の取引（民法の適用期日の前後を問わない）との優劣

を決定する規定である。それぞれの法律により，対抗要件を先に備えた方が優先する趣旨であ

る。担保取引法は多様な取引を対象としており，「対抗要件」というように単純な整理ができ

ないのではないかと考え，上記のような表現をとっている。たとえば，担保取引法上の質権と

民法上の質権とが競合する場合には，前者のファイリングと後者の占有との先後によって優劣

を決するということになろう。 

 なお，本条が対象としているのは，民法上の取引と担保取引上の取引が両立し得ない場合に

限られる。たとえば，担保取引法上の取引の目的物を取得した第三者が担保取引法１４条１項，

２項によって保護される場合のように，担保取引法によって調整が図られている場合には，２

つの取引が両立し得ない場合にあたらない（したがって，本条は適用されない）。 

 また，本条は，２つの取引の優劣を決定する基準であって，それによって劣後する契約が当

該契約の当事者間で無効になることを意味するものでないことは当然である。 

 ここで，「目的物」というのは，主として動産あるいは債権を意味するものとして用いてい

る。 

 

 

第７７条（善意者の保護） 

 前条の規定は，民法１９３条（動産所有権の善意取得）および１９４条（盗品，遺失物の譲

渡）の適用を妨げない。 

 

＜コメント＞ 

 本条は，担保取引法上の取引の目的物について，民法１９３条に定める善意取得の可能性が

あることを明文で定めたものである。前条は，主として，債権を二重に譲渡した場合，動産を

二重に担保に供した場合を想定し，その優劣を原則として，対抗要件の具備の先後によって決

定することを定めるものである。これに対して，本条は，無権利者からの譲受人の保護を図る

ものである。 

 

 

＜後注＞ 

（１）なお，ファイリングシステムが必ずしも完全な公示機能を果たし得ないということを配

慮すると，担保取引法の規定による取引の存在することを知らずに，民法上の取引をした第三
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者を例外的に保護することが必要な場合があるかも知れない。たとえば，同一の動産を対象と

する担保取引法上の行為と民法上の行為とが競合する場合において，後になされた取引の時点

では前になされた取引が対抗要件を具備していなかったが，その後，後になされた取引よりも

前に対抗要件を具備したようなときには，後になされた取引は無権利者からの取得とはいえず，

第７７条が適用されないと解される。このような場合において，後から登場した善意の第三者

をどのように保護するかという問題は，解釈論に委ねられているといわざるをえない。第７６

条の解釈論として，対抗要件のレベルで善意者を保護するのか，あるいは第７７条の解釈論と

して，善意取得として保護するのかという問題である。もちろん，このような第三者は保護さ

れないとする解釈も十分に成り立つと考えられる。 

（２）このほか，個別的な問題として，物上代位，抵当債権の担保，現金の担保，債権譲渡な

ど，個別的な問題について，民法と担保取引法との矛盾点があるが，これらの点についても，

この章の規定によって解決されるものと考えられる。 

 たとえば，担保物に代わる保険金に物上代位として，担保の効力が及ぶ点については，当初

の担保についての対抗要件を具備した時点で物上代位の効力を第三者に対抗できると考えられ

る。ただ，物上代位が認められるためには，保険金の差押え等が必要であるが，それは，担保

権の対抗要件とは切り離して考えるべきである。このような問題は，民法上でも生ずる問題で

ある。たとえば，複数の抵当権者が存在する抵当不動産の物上代位に関しては，仮にすべての

抵当権者が保険金請求権上に物上代位権を行使したとすると，抵当権者相互間においては，保

険金請求権の差押えの順序と関係なく，抵当権の順位で優劣が決定されると解すべきであろう。 
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第７章 現行法規の廃止及び改正 
 

第７８条（婚姻家族法の廃止） 

 １９８９年７月２６日付けディクリー第５６ＫＲ号により公布された婚姻及び家族に関する

法律は，適用期日から効力を失う。ただし，同法第７６条，第７７条及び第７９条から第８１

条までの規定は，適用期日後も別に法律に定める時までは，なおその効力を有する。 

 

〈コメント〉 

 民法が適用されると婚姻家族法の多くの規定は不要となるので，それらを廃止するための規

定である。もっとも，婚姻家族法７６条，７７条及び７９条から８１条までの規定は，当分の

間生かしておくのが適当であるので，これらを残した。 

 すなわち，７６条及び７７条の規定は，離婚後扶養に関する規定であるが，民法は，離婚後

の子の監護に要する費用については，１０４０条１項，２項及び４項に基づき，夫婦で取り決

めたり，裁判所が決定することとなっているが，離婚後の元配偶者に対する関係では扶養に関

する規定を設けていない。これは，夫婦は，離婚により，子に関する関係を除き法的な関係を

持たなくなることを理由とし，離婚後も扶養を要する配偶者が離婚により過酷な状況となると

きは，離婚を認めず（民９７８条２項），また，そのような配偶者が離婚を求める場合は，他

方配偶者に不貞や暴力等婚姻破綻の原因がある場合が通常であって，離婚慰謝料（不法行為に

よる損害賠償請求）により，実質的に離婚後扶養に要する費用も賄うことができると考えられ

るからである。しかし，婚姻家族法には離婚後扶養に関する規定があり，この制度を直ちに廃

止した場合，混乱が生ずるおそれがあるので，適用期日後も当分の間，効力を有するものとし

ておいた。なお，婚姻家族法７８条は，当分の間生かしておくべき条文ではない（むしろ，過

料として国に支払うべき金銭は扶養料に振り向けるのが相当）と考えられるから，存続すべき

条文に含めていない。 

 次に，婚姻家族法７９条から８１条までの規定は，国際私法に関する規定であり，国際私法

ができるまで，これらの規定を適用するため，効力を有するものとしておいた。 

 

 

第７９条（契約及び契約外責任に関する政令の廃止） 

 １９８８年１０月２８日付けの契約及び契約外責任に関する政令－法第３８ＫＲＣＨ号は，

適用期日から効力を失う。ただし，同令第８３条から第８８条までの規定は，適用期日後も別

に法律に定める時までは，なおその効力を有する。 

 

〈コメント〉 

 政令３８号は，原則として民法にすべて代わられるのが適当である。商事法の分野について

も，商法等の民法の特則を定める特別法が制定されない限り，民法が適用されることとなる。

もっとも，政令３８号の８３条から８８条までの規定は，運送契約に関するものであり，民法

に規定を欠くので，効力を維持させるのが適当である。そこで，ただし書を設けた。 
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第８０条（２００１年土地法の一部改正） 

 ２００１年８月３０日付け勅令第ＮＳ／ＲＫＭ／０８０１／１４号により公布された土地法

を次のように改める。 

  第６条第３項を削る。 

  第１０条から第１項及び第３項を削る。 

  第６章の章名を「所有権の取得（Acquisition of Ownership）」と改める。 

  第６３条を削除する。 

  第６４条ないし第６８条を削除する。 

  第６９条第１項を削る。 

  第６章中第２節を次のように改める。 

   ｢第２節 削除 

     第７０条 削除」 

  第７１条を削除する。 

  第７５条及び第７６条を削除する。 

  第７８条を「民法第１３００条の規定に基づき国家に帰属した土地は，普通財産(private 

property)とする。」と改める。 

  第７９条ないし第８２条を削除する。 

  第８４条を削除する。 

  第３編の編名を「土地規則(Land Rules)及び地役権」と改める。 

  第７章の章名を「土地規則(Land Rules)」と改める。 

  第７章中第１節から第４節までを次のように改める。 

   「第１節から第４節まで 削除 

     第８５条から第１１３条まで 削除」 

  第８章の章名を「地役権」と改める。 

  第１１７条及び第１１８条を削除する。 

  第８章中第１節及び第２節を次のように改める。 

   「第１節及び第２節 削除 

     第１１９条から第１４１条まで 削除」 

  第１４２条ないし第１４７条を削除する。 

  第１４９条ないし第１６７条を削除する。 

  第４編の編名を「区分所有(Co-Ownership)」と改める。 

  第９章を次のように改める。 

   「第９章 削除 

     第１６８条から第１７４条まで 削除」 

  第１１章を次のように改める。 

   ｢第１１章 削除 

     第１８６条から第１９６条まで 削除」 

  第５編を次のように改める。 

   「第５編 削除 
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      第１９７条 削除 

     第１２章から第１４章まで 削除 

      第１９８条から第２２５条まで 削除」 

  第２２９条及び第２３８条中「質(gage)」を「用益権(usufruct)」に改める。 

  第２４４条第２項中「この法律第６５条の規定により権限あるとされた者による売買，贈

与，交換，相続の文書(documents of sale, gift, exchange, succession made by any person 

authorized by article 65 of this law)」を「権限当局により一定の方式で記載された文書

(documents in the authentic form drawn up by the competent authority)」に改める。 

  第２４５条を次のように改める。 

  「不動産所有権を移転する契約は，その契約を登記簿に登記するためには，権限当局によ

り一定の方式で記載された書面により作成しなければならない。（The contract for the 

transfer of ownership of immovable property shall be made in writing in the authentic 

form drawn up by the competent authority in order to the contract be registered with 

the Cadastral Registry Unit.）」 

  第２４６条を削除する。 

  第２４７条中「，及びそのような行為により受けた損害は民事救済により賠償される(and 

the damages caused by such acts shall be compensated by civil remedies)」を削る。 

  第２５３条中第２項を削る。 

 

〈コメント〉 

 土地法中私法関係を削除するが，その中には公法規制の関係も含まれたり，所有権安堵のた

めの占有や concessions の相続に関するもの等が含まれる。そこで，これらのみを残し，必要

な編名を加える等した。 

 土地法６条３項（以下，本条の解説においては，土地法の条文は，法律名を省略し，条文番

号のみを掲げる）は，所有権の移転や交換という私法規定であり，民法に委ねるのが相当であ

るから，削除した。 

 １０条は，単独所有，共有等の所有権の種類を説明する規定である。このうち，１項は単独

所有に関する規定，３項は民法上の共有に関する規定であり，土地法上，必要がないので，削

除した。４項は，区分所有に関する規定であり，１７５条から１８５条を存続させるので，同

項も残した。５項は，連絡規定であるから，存続させた。 

 第６章は，「所有権の取得方法」という章名であるが，同章から所有権の移転等のうち民事

的な条文をすべて削除し，所有権の取得に関する行政法規に関する条文を存続させることとし

た。そこで，章名を「所有権の取得（Acquisition of Ownership)」と改め，「方法」という民

事的要素を削除した。 

 ６３条から２２５条までは，民事の実体法の規定が殆どを占め，民法の規定と重複するので，

基本的に削除することとしているが，なお，その中で，存続させた条文は次のとおりである。 

・６９条２項は，不動産登記を申請する際に税金を納付しておくべき規定であり，公法規定で

あるから，存続させた。これを第６編登記に移動させようとしたが，適当な箇所が見つからな

かったので，現在の位置に留めた。 

・７２条ないし７４条及び７７条の規定は，所有権安堵のための占有や concessions の相続に
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関するものであり，民法に該当する条文がないので，存続させた。 

・７８条は相続人不存在の土地が国庫帰属した場合の国有財産の取扱いに関する規定であり，

公法規定であるので，相続人不存在の土地が国庫帰属することの根拠条文を民法１３００条と

修正して存続させた。 

・８３条は国有財産の譲与の規定なので存続させた。以上の存続させた条文は，所有権の取得

に関わる規定であるから，「第６章 所有権の取得」の章内に存続させても問題はない。 

・１１４条ないし１１６条は，土地所有に関する公法規制なので，「第３編 土地規則(Land 

Rules)」との編名を付した上で存続させた。 

・１４８条は，境界紛争に関する公法規定なので存続させた。これも「第３編 土地規則(Land 

Rules)」の中にあって可笑しくはない。 

・１７５条ないし１８５条は，区分所有に関する規定であり，区分所有法制定まで存続させて

おくのが相当と考えて，編名を付した上で存続させた。 

  ２２６条以下は，登記に関する規定であり，基本的に存続させたが，上記のとおり，実体法

規定を削除したことに伴い，必要な条文の修正を次のとおり施した。 

・２２９条及び第２３８条の修正は，質(gage)が無くなることによるものである。 

・２４４条２項は，６５条を削除したことに伴う修正である。 

・２４５条については，１文は，相続以外（仮に，検認を受けた自筆証書遺言が土地法にいう

private documents ならば，民法と矛盾する）は，問題がないが，限定列挙とすると，民法と

矛盾するので，削除し，その代わり，従前の２４４条，２４５条を総合し，登記に必要な書面

を法定する規定を２４５条として新設した。 

・２４６条は，純粋な民法規定であるから，削除した。 

・２４７条の後半部分及び第２５３条第２項は損害賠償請求を規定しており，民法規定であり，

民法７４９条を適用するのが相当であるから，削除した。 

 

 

第８１条（民法の一部改正） 

 ２００７年１２月８日付け勅令第ＮＳ／ＲＫＭ／１２０７／０３０号により公布された民法

を次のように改める。 

  第１２１条（物の構成部分）中「又はその構成部分の性質を」を「又は物の性質を」に改

める。 

  第１３８条（所有権の定義）中「法律の制限内で」を「法令の制限内で」に改める。 

  第１８５条（河川の水路変更による旧河床の所有権）第３文及び第４文中「州・市当局」

を「首都・州当局」に改める。 

  第２３３条（瑕疵ある占有）第１項中「占有する権利」を「占有する権限」に改める。 

  第２４２条（占有権証明書 2を有する不動産占有者の保護）第１項及び第３項中「不動産

占有権証明書 3」の次に「または土地占有使用権証明書」を加える。 

  第２９１条（地役権者の義務）第４項中「用益権者」を「地役権者」に改める。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 日本語版の「占有証明書」，クメール語では「占有権証明書」となっており，不動産占有権

証明書及び土地占有使用権証明書の両方を含む表現になっている。 
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  第３４９条（状況の濫用）中「その経済的または社会的に優位な地位を利用し，その他相

手方の抵抗しがたい状況を利用したときは，」を「その経済的または社会的に優位な地位を不

当に利用し，その他相手方の抵抗しがたい状況を不当に利用したときは，」に改める。 

  第３８５条（債務の履行請求権）第１項中「裁判で」の前に「裁判外または」を加える。 

  第３９３条（不完全履行）中「債務不履行」を「不完全な履行」に改める。 

  第４１２条（目的物滅失の場合の解除権）第２項中「第 1 項の場合において，」を削る。 

  第４２０条（作為・不作為を内容とする双務契約における危険負担）第２文中「但し」を

「この場合においては」に改める。 

  第４２８条（詐害行為取消の要件）第１項中「その債権」を「債権者」に改め，「債務者

の行為によって利益を受けた者」の後に「またはこの者からの転得者」を加える。 

  第４２９条（被保全権利）第２文中「口頭弁論時」を「口頭弁論終結時」に改める。 

  第４５７条（供託）第２項第１文中「債権者が供託を受けることに同意せず，または供託

を有効と宣告する判決が確定しないときは」を「債権者が供託に同意しない間，または供託を

有効と宣告する判決が確定しない間は」に改める。 

  第５０５条（通知および承諾の効果）第１項第１文中「これを譲渡人に対抗することは

できない。」を「これを譲受人に対抗することはできない。」に改める。 

  第５２８条（所有権の移転）第１項中「第１３３条（合意による物権変動），第１３４

条（物権変動の対抗要件），第１３５条（合意による不動産所有権の移転における効力要件），

第１６０条（不動産所有権の取得）及び第１８７条（動産所有権の取得）の定める一般原則」

を「第１３３条（合意による物権変動）から第１３５条（合意による不動産所有権の移転に

おける効力要件)までに定める一般原則」に改める。 

  第５３４条（用益物権等がある場合の担保責任）第１項中「使用権，」の次に「居住権，」

を加える。 

  第５３９条（瑕疵なき物の引渡義務）第２項第３号中「買主に対して」を「売主に対して」

に改める。 

  第５７８条（消費貸借の定義）中「食料品，」の次に「籾」を加える。 

  第６０５条（賃借物の瑕疵に対する賃貸人の責任）第４項中「第 1 項に定める請求」を「第

２項に定める請求」に改める。 

  第７４８条（法人の不法行為）中「理事（サマーチェックケナカマカーナヨッ）」を「理

事（アピバール）」に改める。 

  第７６３条（損益相殺）及び第７６４条（過失相殺）中「損害額」を「損害賠償額」に改

める。 

  第７７０条（担保物権の随伴性）第２項中「根質または」を削る。 

  第７８６条（葬式費用の先取特権）第２項及び第７８７条（日用品供給の先取特権）中「扶

養（アハーラカイッ）」を「扶養（アハーカタパカイッ）」に改める。 

  第７９１条（賃借権の譲渡・転貸の場合における不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲）

第２文中「譲受人または転借人」を「譲渡人または転貸人」に改める。 

  第８６１条（抵当権の順位の譲渡または放棄および変更）第１項第１文中「他の債権者の

                                                                                        
3 日本語版の「占有証明書」は，クメール語では「不動産占有権証明書」となっている。 
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利益のために」を「他の抵当権者の利益のために」に改める。 

  第９０３条（保証の範囲）第１項中「ボンチュール」を「ボンチョウル」に改める。 

  第９２２条（連帯債務の成立）第３項中「他の債務者の同意なくして」を削る。 

  第９３２条（弁済した債務者の求償権）第１項第２文中「他の債務者の負担部分の割合に

よって」を「債務全額との比例割合によって」に改める。 

  第９４２条（離縁による親族関係の消滅）見出し及び本文中「または Leng Totuol Skoal」

を削る。 

  第９７５条（債務に対する連帯責任）第２号中「夫または妻の双方」を「夫婦双方」に改

める。 

  第９７６条（夫婦共有財産の処分）第３項中「不動産」を「家族の居住用の不動産」に改

める 

  第１０４２条（子に関する重要な事項に関する協議義務）第２号中「県」を「首都・州」

に改める。 

  第１０７６条（未成年後見監督人となることができない者）中「未成年被後見人の配偶者

および四親等内の親族」を「未成年後見人の配偶者および四親等内の親族」に改める。 

  第１１１１条（一般後見監督人となることができない者）中「一般被後見人の配偶者およ

び四親等内の親族」を「一般後見人の配偶者および四親等内の親族」に改める。 

  第１１５７条（代襲相続）第１項第１文中「相続の開始前に」を「相続の開始以前に」に

改める。 

  第１２６１条（放棄の効力）中「相続の放棄をした者は」の次に「その相続に関しては，」

を加える。 

  第１２６６条（遺産分割の協議）第２項中「権利の移転に必要なそれぞれの要式による書

面によることを要する」を「書面等それぞれの権利の移転に必要な要式によることを要する」

に改める。 

 

 

第８２条（旧民法の取扱い） 

 １９２０年２月２５日に王により認可・公布され，１９７５年４月１７日までの間に改正さ

れた民法は，その効力を有しない。 

 

〈コメント〉 

 旧民法については，現在，実質的に効力を失っているが，この法律で「廃止する」と規定し

た場合，それまで効力を有していたように読む可能性があるので，「その効力を有しない」と

宣言的な規定とした。この書き方は，日本国憲法９８条２項に倣ったものである。 

 

 

第８３条（その他の法令の効力） 

 第７８条（婚姻家族法の廃止）から第８２条（旧民法の取扱い）までに示された法令以外の

法令で，この法律の適用の際に現に効力を有するもののうち，民法の規定に反するものは，適
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用期日以降はその抵触の限度で効力を有しない。 

 

〈コメント〉 

 本条は，念のための規定である。 
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第８章 最終条項 
 

第８４条（適用期日） 

 この法律は，全土において施行された日から６ヶ月の期間普及した後に適用する。 

 

〈コメント〉 

 この法律の適用期日を定めるものであり，民法の適用期日と同日にした。 
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〈後注〉 

 第５条の適用及びその他の民法の適用の時点に関し，問題となる事項については，次のとお

りと解される。 

（１）人格権による差し止め請求（民法１１条，１２条） 

 適用期日前に人格権に対する侵害があり，その侵害行為の結果が適用期日後においても残存

している場合の民法適用の有無に関しては，不法行為と同様の問題がある。不法行為について

は，後に説明するとおり，結果発生により法律上不法行為が完成するので，適用期日以降に結

果が発生すれば第５条１項本文にいう「事項」が適用期日以降にあるものと理解して，民法を

適用することとなる。人格権に対する侵害についても，これと同様に，侵害行為自体が適用期

日前になされていても，その侵害行為の結果が適用期日後においても残存しているときは，民

法を適用することとなる。例えば，適用期日前に出版された名誉を毀損する出版物が適用期日

後においても販売されているような場合，民法１２条を適用して，販売の差し止めを請求する

ことが可能である。 

 

（２）用益権の消滅請求（民法２６７条） 

 民法２６７条は，用益権者が用益権の本旨に反した行為をしたときは，所有者は，用益権の

消滅請求をすることができる旨を規定している。他方，土地法１３５条も，用益権の消滅請求

に関して定めている。この場合，適用期日前に土地法１３５条１項に規定する事由が発生して

いたときは，同項に基づき消滅請求権が発生しており，これが第５条１項本文にいう「事項」

となると解されるので，所有者は，適用期日後も，土地法１３５条１項に基づき用益権の消滅

請求をすることができることとなる。この場合は，当然に同条２項（用益権者の債権者が，損

害を修復したり保証を与えることにより用益権の存続を求めることができる）や３項（裁判所

は，状況によっては，土地の返還を受けた所有者に，用益権者又はその債権者に毎年一定の金

額を支払うべきことを命ずることができる）の規定も適用され，用益権者の債権者は，必要な

行動をとることができる。 

 

（３）選択債務（民法３２０条以下） 

 適用期日前に選択債務が発生していたところ，債権者が選択権を未だ行使していない場合の

取扱いであるが，この場合は，選択債務の発生が第５条にいう「事項」であり，選択権の行使

はその後始末に過ぎないと解され，上記の場合は，民法３２０条以下の規定は適用されないも

のと解される。「選択権の行使」が「事項」に該当するとは，解すべきでない。適用期日前に

発生していた解除権に基づき適用期日以降に契約を解除する場合と同じである。 

 

（４）追認（民法３５８条３項，３７０条） 

 民法３５８条３項（取消権者の追認）については，その前提となる瑕疵ある意思表示が第５

条１項本文にいう「事項」となって，適用期日後に追認しても，その効力は従前の例によるも

のと考えられないわけではない。しかし，追認により確定的に有効な行為となるのであるから，

取消権者による追認が，第５条１項本文にいう「事項」となるもの，すなわち，適用期日前に

なされた瑕疵ある意思表示も，適用期日以降は民法３５８条３項の規定に基づき，追認し得る

ものと解される。 
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 無権代理行為の追認（民法３７０条）も同様であり，適用期日前になされた無権代理行為は，

適用期日以降は民法３７０条の規定に基づきを追認することができ，この場合，代理に関する

効力は民法の定めるところによる。 

 なお，無効行為については，民法に明文の規定を欠くが，追認（追完）が可能となる場合が

ある。この場合は，追認によって行為が法律的に有効となるから，追認が第５条１項本文にい

う「事項」となる。したがって，適用期日前になされた無効行為でも，適用期日後に追認をす

ることができる。生命を与えるのは適用期日後であるからである。 

 

（５）債権者代位（民法４２２条以下） 

 債権者代位の制度は，債権の効力を強化するためにあることから，適用期日後に発生した債

権関係に基づいてのみ，民法の規定による債権者代位をすることができる。この場合，代位さ

れる債権は，既に発生した債権であれば差し支えないから，適用期日前に発生したものでも代

位し得る。例えば，ＢＣ間に適用期日前に発生している債権関係につき，適用期日後に発生し

たＡＢの債権関係に基づき，ＡはＢに代位することができる。 

 さらに一歩進み，ＡＢの債権関係が適用期日前に発生していた場合においても適用期日後に

ＡはＢに代位することを認めることは，既に生じた債権の効力を新法で強化することとなり，

相当ではない。この制度が現存する債権を保護するためのものであると考えれば，適用期日前

に発生した債権についても債権者代位の制度を利用し得ると考えられないことはないが，債権

者代位の制度は，本来的な債権の性質に組み込まれたものであると考えるのが相当であり，適

用期日後に発生した債権関係に基づいてのみ利用し得るものと解すべきである。 

 

（６）詐害行為取消（民法４２８条以下） 

 詐害行為取消についても，債権の効力を強化するためにあることから，適用期日後に発生し

た債権に基づいてのみ，民法の規定により詐害行為を取り消することができる。取り消すこと

ができる行為は債権発生後のものである。 

 さらに一歩進み，適用期日前に発生している債権であっても，適用期日後に詐害行為がなさ

れた場合，当該詐害行為を第５条１項本文にいう「事項」と解釈して，民法４２８条を適用し

て取り消すことを認めることは，既に生じた債権の効力を新法で強化することとなり，相当で

はない。 

 

（７）債権譲渡・債務引受（民法５０１条以下） 

 債権譲渡・債務引受については，それ自体が第５条１項本文にいう「事項」となり，適用期

日以後になされる債権譲渡・債務引受にのみ民法が適用される。適用期日より前になされた債

権譲渡・債務引受については，民法を適用せず，従前の例による。 

 なお，適用期日前に発生している債権を適用期日以降に譲渡したり，適用期日前に発生した

債務を適用期日以降に引き受けるときも，債権譲渡・債務引受については，民法を適用する。

この場合注意を要することは，その債権が譲渡可能であるか，又は引受可能のものであるかは，

従前の例によることとなる。従前の法規範によれば当該債権が譲渡できない性質のものであれ

ば，その性質は適用期日後も変わらないから，債権譲渡はできないこととなる。 
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（８）費用償還請求権等（民法６０４条，６２８条，６４６条，６８６条，７３４条） 

 賃貸借契約が適用期日後も存続している場合において，賃借人が適用期日前に賃借物につい

て賃貸人が負担すべき必要費を出し，又は改良のための費用その他の有益費を出したとしても，

民法６０４条（賃借人の費用償還請求権）の規定は適用されない。有益費用の支出が第５条１

項にいう「事項」であるからである。使用貸借契約が適用期日後も存続している場合において，

借主が適用期日前に借用物について通常の必要費以外の必要費を出し，又は改良のための費用

その他の有益費を出したときも，民法６２８条（費用の負担）の規定は適用されない。 

 委任に関する民法６４６条（受任者の費用償還請求権等）の規定，寄託に関する民法６８６

条（寄託者の費用償還義務）の規定や事務管理に関する民法７３４条（事務管理者の費用償還

請求権）の規定も，これと同様である。 

 

（９）不法行為（民法７４２条以下） 

 適用期日前になされた不法行為で，その結果が適用期日前に発生しているものについては，

民法は適用されず，従前の例によることとなる。問題は，適用期日前になされた不法行為で，

その結果が適用期日後に発生したものであるが，第５条１項にいう「事由」が適用期日後に生

じたものとして，民法の不法行為に関する規定を適用することとなる。不法行為の要件として

結果発生を含むもの，すなわち，不法行為は結果が発生して初めて完成するものと解されるか

らである。 

 なお，無過失責任主義をとるものについては，結果の救済を主として考えるから結果の発生

を基準とすることが妥当であるとしても，過失責任主義をとるものについては，行為時に存在

する規範が重要であるから，行為時を基準とすべきであるとの議論が出る余地がある。しかし

ながら，過失責任の場合であっても，不法行為の制度は，その結果発生した損害を賠償するこ

とに意味があるから，結果発生に重点を置いて考えるのが相当である。 

 上記のことは，製造物責任についても当てはまり，適用期日前に引き渡しが完了した製造物

のため適用期日後に損害が発生した場合も，民法７５１条（製造物責任）の規定が適用される。 

 

（１０）留置権（民法７７４条以下） 

 留置権については，特段の規定を設けていない。しかし，民法７７１条は，物の占有と物に

関する債権の存在があれば留置権は発生するものと定めており，適用期日前からの債権に関し

て物を留置しているときも同条の規定が適用され，適用期日後は留置権を行使し得ることとな

る（仮に，物の返還の訴訟が係属中であっても同様である。もっとも，事実審口頭弁論が終結

した後は，抗弁権が遮断され，留置権は行使し得ない。）。もっとも，民法６０４条（賃借人

の費用償還請求権）の規定等と同様，適用期日前に支出した必要費等については民法７７７条

の規定が適用されず，同条に基づいては必要費等を請求できないと解される。 

 

（１１）保証契約（民法９００条以下） 

 適用期日前に締結された保証契約については，民法は適用されない。保証状態が継続してい

るとしても，第５条１項ただし書は適用されないと解釈される。なお，根保証についても，保

証すべき範囲，期間等は従前になされた根保証契約で定まっているが，期間の定めのないもの

については民法９０２条の規定に基づき将来に向かって解除を認める等，民法の規定を適用す



2011 年 5 月 31 日公布 

 62 

るのが相当と考えられる。すなわち，継続的な債権関係として，第５条１項ただし書が適用す

るのが相当である。第５８条の規定は，このことを前提とする。 

 

（１２）居住用不動産の処分等（民法９７７条） 

 特有財産への居住を定めた民法９７７条については，経過規定を設けていないから，適用期

日後に処分した居住用不動産についてのみ，同条を適用させることとなる。民法９７６条（夫

婦共有財産の処分）の規定も同様であり，夫婦の一方が適用期日以降に勝手に共有財産を処分

した場合にのみ，同条の規定が適用される。適用期日前の処分は従前の例による。遡及適用す

ることは，第三者に不測の損害を与えるからである。 

 なお，夫婦財産契約は，婚姻家族法に規定がないので，特別の手当を施していない。しかし，

婚姻関係は継続的な関係であるから，適用期日以降は民法の規定が適用される。なお，法定財

産制については，民法は婚姻家族法の内容をすべて含んでおり，混乱はない。 

 


